




R５．４．１版 

足足羽羽川川ダダムム工工事事事事務務所所  

河河川川関関係係地地震震災災害害対対策策部部  

地地震震ママネネジジメメンントト計計画画書書（（案案））  

令和５年４月 

足羽川ダム工事事務所

福井地震 1948.6.28 (地震直後の大和百貨店) 

5－7－1－1



～地震災害対策編～ 

 

目 次 

 

はじめに ～地震マネジメントについて～ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   １ 

 

第１章 防災業務の体系      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ２ 

１．１ 足羽川ダム工事事務所河川関係災害対策部運営計画書 

１．２ 足羽川ダム工事事務所の体制発令基準 

１．３ 地震災害対策部の組織・要員配置 

 

第２章  地震発生からの基本的な流れ  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ７ 

２．１ 地震発生後の地震情報の収集の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・ ８ 

２．２ 登庁完了から体制発令までの手順  ・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

２．３ 河川巡視・被害情報の収集の手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

２．４ 応急復旧の検討の手順 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２１ 

 

第３章 河川巡視・被害情報の収集、処理、伝達の流れ（カラオケ表） 

３．１ カラオケ表（総括） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２２ 

３．２ カラオケ表（震度４） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２３ 

３．３ カラオケ表（震度５弱・５強） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２４ 

３．４ カラオケ表（震度６弱以上） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２５ 

 

第４章 河川関係地震災害対策部の配置 

４．１ 対策スペース（河川情報室）    ・・・・・・・・・・・・・・・・ ２６ 

 

第５章 地震発生後から応急復旧開始までの手順についての補足 

  ５．１ 非常時職員参集  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２８ 

５．２ 河川巡視     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２９ 

 

第６章 被害が発生した場合 

６．１ 被災の発見 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

６．２ 被災の報告（第一報） ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

６．３ 応急対策 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

６．４ 直轄河川災害復旧事業緊急災 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３１ 

６．５ 災害対策用機械・機材 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３２ 

６．６ 災害復旧資材の備蓄 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

６．７ 対策本部への応援要請 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

 

第７章 情報の収集および伝達 

７．１ 情報の収集 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３５ 

７．２ 関係機関および一般への周知 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

７．３ 記録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３７ 

 

5－7－1－2



 

第８章 平常時からの備え 

  ８．１ 日頃の備え・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

８．２ 防災訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３８ 

 

第９章 本計画のＰＤＣＡ 

９．１ 継続・見直しについて  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

９．２ マネジメントの改訂  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３９ 

 

【参考資料】 

・ 主な被害想定結果（出典：福井県地震被害予測調査報告書 平成９年３月） ・・  ４０ 

・ 足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マニュアル（１次点検）（案） ・・・・・・  ４３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5－7－1－3



- 1 -

はじめに ～地震マネジメントについて～ 

近年、国土交通行政において環境や安全に対する国民の意識が非常に高まるとともに、厳

しい財政状況を受けて行政機関の行う事業において、客観性や透明性が求められている。 

 河川事業においても同様であり、計画・施工・管理などの様々な面において、安全管理、

環境管理、コスト管理、工程管理、情報管理等、強化する必要が生じている。 

 これらの管理を統合的に行うため、近畿地整河川部では各業務単位毎にマネジメント計画

書を導入し、①画業務を体系的かつ俯瞰的にとらえ、目標と責任を明確化、②常にＰＤＣＡ

サイクルで業務の改善を図りつつ実施、③組織の業務遂行能力向上や人材育成・技術継承を

図っていくものとしており、河川管理においてもこの方針に基づき、マネジメント計画書を

作成することとした。それに伴い足羽川ダム工事事務所においても各種マネジメント計画書

を必要に応じて作成することとした。 

 本マネジメント計画書は、足羽川ダム工事事務所の地震時における防災業務について、基

本の流れを地震の事象を指標とし、時系列、事項毎に整理し、事務所全職員向けの地震災害

対策部運営計画における項目をとりまとめたものである。また、震度４以上の場合と震度５

以上の大規模な地震の場合を分けて判りやすく整理した。  

作成に当たっては、記載事項を比較的簡易にするため、図や表を使用し説明するよう工夫

した。地震対応における基本のシナリオに、被災が発生した場合における流れを含んでおり、

地震対応の状況把握、遂行に資するものとなっている。 

本書の構成として、地震対応と平常時準備の２つのマネジメントから形成されている。 

5－7－1－4



 - 2 - 

第１章 防災業務の体系 

 １．１ 足羽川ダム工事事務所河川関係災害対策部運営計画書 

  風水害編、地震編、水質事故編、応援編からなり、対策部の体制、所掌業務を的確に実施

できるようそれぞれのしかるべき措置や使用する様式などをとりまとめた、災害対策基本

法に基づいた防災計画書。 

 

          防災業務計画模式図 
 

災害対策基本法 
 

 ↓ 
 

防災基本計画（中央防災会議） 
 

                  ↓ 
 

国土交通省防災業務計画 
 

                                    ↓ 
 
              
    

 
近畿地方整備局防災業務計画 

 
                                    ↓ 
 
              
    

 
近畿地方整備局災害対策本部運営計画 

 
                                    ↓ 

 
河川部関係災害対策本部運営計画 

 
                  ↓ 

 
足羽川ダム工事事務所河川関係災害対策部運営計画書 

 
                        ↓          ↓          ↓   
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         ↓     ↓  

マネジメント計画書 

5－7－1－5



- 3 -

１．２ 足羽川ダム工事事務所の体制発令基準 

（１）地震災害対策部運営計画

１．注意体制 

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島(気)、福井市美山(県)、

池田町稲荷(県)）で震度４の地震が発表されたとき 

（ロ）対策部長が必要と判断したとき 

（ハ）河川部関係地震災害対策本部長（以下「対策本部長」という）が指示したとき 

２．警戒体制 

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島(気)、福井市美山(県)、

池田町稲荷(県)）で震度５弱もしくは震度５強の地震が発表されたとき 

（ロ）対策部長が必要と判断したとき 

（ハ）対策本部長が指示したとき 

３．非常体制 

（イ）直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所（福井市豊島(気)、福井市美山(県)、

池田町稲荷(県)）で震度６弱以上の地震が発表されたとき 

（ロ）大規模災害が確認されたとき 

（ハ）対策部長が必要と判断したとき 

（ニ）対策本部長が指示したとき 

（２）風水害対策部運営計画

  １．注意体制  

（イ）福井県嶺北北部または、福井県嶺北南部に大雨、洪水に関する注意報が発令され、対

策部長が必要と判断したとき 

（ロ）台風の本邦上陸が予想され、対策部長が必要と認めたとき 

（ハ）大本、新保観測所のいずれかの時間雨量が２０㎜を超えた場合または、累加雨量が５

０㎜に達し、対策部長が必要と認めたとき 

（ニ）対策部長が必要と判断したとき 

（ホ）河川関係風水害対策本部長（以下、「対策本部長」という）が指示したとき 

２．第一警戒体制 

（イ）福井県嶺北北部または、福井県嶺北南部に大雨、洪水に関する警報が発令され、対策

部長が必要と判断したとき 

（ロ）台風の近畿地方接近又は上陸が予想され、対策部長が必要と認めたとき 

（ハ）大本、新保観測所のいずれかの累加雨量が１００㎜に達し対策部長が必要と認めたと

き 

（ニ）水防活動の必要が予想されるとき 

（ホ）被害の発生が予想されるとき 

（ヘ）対策部長が必要と判断したとき 

（ト）対策本部長が指示したとき 
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３．第二警戒体制 

（イ）大本、新保観測所のいずれかの累加雨量が２００㎜に達し、更に大雨のおそれがある

とき 

（ロ）甚大な被害の発生が予想されるとき 

（ハ）対策部長が必要と判断したとき 

  （ニ）対策本部長が指示したとき 

４．非常体制 

（イ）甚大な被害が発生したとき 

  （ロ）対策部長が必要と認めたとき 

（ハ）対策本部長が指示したとき 

※嶺北北部とは、「あわら市・坂井市・福井市・永平寺町・越前町」をまとめた地域呼称

である。嶺北南部とは、「鯖江市、越前市、池田町、南越前町」をまとめた地域呼称で

ある。 

 

（３）水質事故対策部運営計画  

  １．注意体制  

 （イ）直轄管理区間あるいは直轄管理区間外の河川等において、水質事故が発生し、直轄管

理区間の河川への影響のおそれがある場合 

  （ロ）二次災害により水質事故の発生のおそれがあり対策部長が必要と判断した場合 

  （ハ）警戒体制または非常体制の後、直轄管理区間及びその流域に及ぼす影響は少なくなっ

たが、河川の影響等の監視が必要な場合 

  （ニ）その他対策部長が必要と判断した場合 

 ２．警戒体制 

 （イ）直轄管理区間あるいは直轄管理区間外の河川等において魚の浮上、へい死等の事態が

発生し、直轄管理区間の河川への影響を監視する必要がある場合 

  （ロ）直轄管理区間あるいは直轄管理区間外において発生した事故など突発的な事態により、

直轄管理区間の河川管理に重大な支障を及ぼすおそれがある場合 

  （ニ）その他対策部長が必要と判断した場合 

 ３．非常体制 

 （イ）直轄管理区間あるいは直轄管理区間外において発生した事故など突発的な事態により、

直轄管理区間の河川管理に重大な支障を及ぼしている場合 

  （ロ）その他対策部長が必要と判断した場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5－7－1－7



- 5 -

＜地震災害対策部関連表＞ 

地震災害対策部（足羽川ﾀﾞﾑ工事事務所） 参考：地震災害対策本部（河川部） 参考：災害対策本部（企画部） 

注

意

体

制 

①直轄区間に影響を与える気象庁等

の地震観測所（福井市豊島（気）、

福井市美山（県）、池田町稲荷（県）

で震度４の地震が発表されたとき 

②対策部長が必要と判断したとき

③河川部関係地震災害対策本部長が

指示したとき 

①管内で震度4の地震が発生し

た場合 

②気象庁が管内地域で津波注意報

を発表した場合 

③いずれかの河川関係事務所が注

意体制を発令した場合 

④局管内で大規模河道閉塞の発生

に関する情報を得た場合 

⑤河川部地震関係災害対策本部長

が必要と判断した場合 

①管内で震度4の地震が発生し

た場合 

②気象庁が管内地域で津波注意報

を発表した場合 

③災害対策本部長が必要と判断し

た場合 

警

戒

体

制 

①直轄区間に影響を与える気象庁等

の地震観測所（福井市豊島（気）、

福井市美山（県）、池田町稲荷（県）

で震度５弱もしくは震度５強の地震

が発表されたとき 

②対策部長が必要と判断したとき

③河川部関係地震災害対策本部長が

指示したとき 

①管内で震度５弱もしくは５強

の地震が発生した場合 

②気象庁が管内地域で津波警報を

発表した場合 

③いずれかの河川関係事務所が警

戒体制を発令した場合 

④管内で大規模河道閉塞に伴う重

大な土砂災害の発生の恐れがある

場合（土砂災害防止法に基づく緊急

調査） 

⑤河川部地震関係災害対策本部長

が必要と判断した場合 

①管内で震度５弱もしくは５強

の地震（ただし、大阪市内にあ

っては震度５弱の地震）が発生

した場合 

②気象庁が管内の地域で津波警報

（津波）を発表した場合 

③災害対策本部長が必要と判断

した場合 

非

常

体

制 

①直轄区間に影響を与える気象庁等

の地震観測所（福井市豊島（気）、

福井市美山（県）、池田町稲荷（県）

で震度６弱以上の地震が発表された

とき 

②大規模災害が確認されたとき

③対策部長が必要と判断したとき

④河川部関係地震災害対策本部長が

指示したとき 

①管内で震度６弱以上の地震が

発生した場合 

②気象庁が管内地域で大津波警報

を発表した場合 

③重大な被害が発生または発生の

おそれがある場合 

④河川部地震関係災害対策本部長

が必要と判断した場合 

⑤災害対策本部長が指示した場合

①管内で震度６弱以上の地震

（ただし、大阪市内にあっては

震度５強以上の地震）が発生し

た場合 

②気象庁が管内の地域で津波警報

（大津波）を発表した場合 

③災害対策本部長が必要と判断

した場合 

5－7－1－8



１．３地震災害対策部の組織・要員配置

○地震災害時の組織図

○地震災害時の要員配置基準及び業務内容

※現地対策班は、災害の状況等により対策部長が設置及び指名するものとする。

班  別
注意

体制

警戒

体制

非常

体制
業務内容

対策部 － １
全員

（5） 

・対策部長：防災体制の発令及び解除

  現地対策班の設置及び指名

・対策副部長（事）：広報窓口

総
務
班

庶務会計係

１ ２
全員

（9） 

・渉外事務（広報を除く）

・要員の招集及び自動車の運転

・要員の給食及び健康管理

・会計及び給与

・物資の調達及び補給

・マスコミ・一般からの問い合わせに関すること

救助補償係

・防災業務に基づく補償

・災害救助法に基づく応援

・要員の家族保護

対
策
班

対 策 係

２ ３
全員

（13） 

・一般被害にかかる情報の収集及び連絡

・「災害レポート」の作成、報告

・電気及び通信の確保

・地震情報、津波情報、土砂災害関係情報、気象

及び水文情報の収集及び通報

・防災体制の発令、解除及び要員配備

・水文観測の実施

・防災エキスパートとの連絡等

・直轄河川災害復旧事業等の実施

・対策本部への報告

工 務 係

・河川管理施設等の被害状況の把握

・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施

・災害復旧事業等にかかる建設機械の調達、運用

・要員、資材等の輸送

・その他防災業務全般にかかる情報の収集及び連絡

・直轄河川災害復旧事業等の実施

・対策本部への報告

現
地
対
策
班
※

現地対策係 ４ ４

上記

より

７

・総務班に属する事項

・関係機関との連絡調整

・対策部への報告

・河川等の巡視及び状況把握

・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施
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２章　S地震発生からの基本的な流れ

地震情報の収集
ＴＶ等より情報収集し、震度４以上
の有無を確認する。

登庁開始、建物点検、体制発令

河川巡視、点検・被害状況の収集
河川巡視による河川管理施設等の点
検・被害状況を収集し、事務所→本
局に報告する。

応急復旧の検討
被災を確認したら応急復旧工法を検
討し、本局に報告のうえ決定する。

応急復旧完了

　本章では地震の事象と事務所の体制を指標とし、地震発生から被災を確認するまでの手順に
加え、被災を確認してから応急復旧までの各行動別の手順書を準備した。

「基本的な流れ」を基軸とし、災害が発生（展開）すると、下のイメージのように被災が発生
した場合の手順「応急復旧の検討」へ移行し、行動を確認する。

　なお、地震対応については洪水と違い、地震が発生した時点で被害が発生すること、参集に
係る時間や要員も臨機応変な対応が求められるため、事前に本書を十分熟読しておく必要があ
る。

地震発

・震度４：事務所長に報告し、担当
者が登庁。河川巡視。
・震度５弱,強：事務所長に報告し、
担当者が登庁、河川巡視。

・震度６弱以上：全員登庁。登庁前

に建物を点検。河川巡視。

登庁完了後、体制を発令する。

建物が登庁出来ない状態
の場合は、対策部長の判
断で対応する（例えば、
福井河川国道事務所 福井
国道維持出張所に移動す
る等）。

- 7 -

5－7－1－10



２．１　地震発生後の地震情報の収集の手順

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

□統一河川情報か
ら携帯アラーム通
知（※１）を受信
□TVや統一河川
情報で地震情報の
収集を開始

震度3以上の
場合、気象庁
が「震度速報」
を発表
（※２）発生1
分半後

□TVや統一河川
情報で震度３以上
の地域名を確認

「震源に関す
る情報」の発
表

□地震の発生場所
（震源）と規模（マ
グニチュード）を確
認

「震源・震度に
関する情報」
の発表

□震度３以上を観
測した地域名と市
町村名を確認

「各地の震度
に関する情
報」の発表

□各観測地点の震
度を確認

事務所管内震
度４未満
（震度４以上、
別途）

□対策班長に報告
□調査係長からの
震度状況受報
□対応終了の指示

□対応終了

　地震発生直後から地震情報収集までの手順は以下のとおり。
◆対策班及び総務班は管内の震度を収集する。
◆対策班（調査係長）は直轄区間に影響を与える気象庁等の地震観測所【福井市豊島（気）、福
井市美山（県）、池田町稲荷（県）】での震度を確認し対策班長に報告を行う。
◆対策班長は、震度４又対策班からの連絡を受け必要な場合、対策部長に報告を行う。
◆対策部長から体制発令の指示が出たら、総務班及び対策班は登庁する。
◆登庁完了以降の行動については、「登庁完了から体制発令のまでの手順」に移行する。

※１　統一河川情報｛携帯版）は、国交省観測所は震度2.5以上、気象庁観測所は震度3以上からアラーム通知設定
が可能。
※２　震度３以上の場合、「震度速報」が気象庁から発表される。震度３未満は「各地の震度に関する情報」のみ発表
される。

地震発生
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●震度４の場合

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

事務所管内で
震度４を確認

□①事務所管内震
度状況を対策班長
に報告

□②調査係長から
の震度状況受報
□③管内震度状況
を対策部長に報告

□④対策班班長か
ら管内の震度状況
を受報
□⑤対策副部長に
体制発令を指示

□担当職員に登庁
指示
（担当職員：震度４
の場合：
★用地課長
★建設専門官（機
械）
★調査係長

□車輌管理業務に、
配車の指示（ただし、
夜間や閉庁日の場
合は、翌日（次開庁
日）に河川巡視とな
る）

□登庁開始（建設
専門官（機械）、
調査係長）

□登庁開始 □登庁開始（用地
課長）

「登庁完了から体制発令までの手順」へ移行

登庁者：★用地課長★建設専門官（機械）★調査係長
※対策部長は、必要に応じて人員の増減を行うことができる。
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●震度５弱もしくは５強の場合

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

事務所管内で
震度５弱もしく
は５強を確認

□①事務所管内震
度状況を対策班長
に報告

□②調査係長から
の震度状況受報
□③事務所管内震
度状況を対策部長
に報告

□④対策班班長か
ら管内の震度状況
を受報
□⑤対策副部長に
体制発令を指示

□担当職員に登庁
指示
（担当職員：震度５
弱５強の場合：
★事務所長
★用地課長
★総務係長
★建設専門官（機
械）
★調査係長
★工務係長
★建設監督官
★建設監督官
★建設監督官

□車輌管理業務に、
配車の指示

□登庁開始（事務
所長のみ）

□登庁開始（建設
専門官（機械）、調
査係長、工務係
長、建設監督官）

□登庁開始 □登庁開始（用地課
長、総務係長）

□対策部長（２５分
ルール）が
kkr-bousai30min
@gxb.mlit.go.jp
へメール

「登庁完了から体制発令までの手順」へ移行

登庁者：★事務所長★用地課長★総務係長★建設専門官（機
械）★調査係長★工務係長★建設監督官
※対策部長は、必要に応じて人員の増減を行うことができる。
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●震度６弱以上の場合

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

事務所管内で
震度６弱以上
を確認

□職員は、各所属
長に安否及び参集
可否を報告

□各所属長からの安
否及び参集可否を対
策部長に報告

□総務班班長より
安否及び参集可否
を受報

□車輌管理業務に、
配車の指示

□登庁開始
（★全員★）

□登庁開始
（★全員★）

□登庁開始
（★全員★）

□登庁開始
（★全員★）

□対策部長（２５分
ルール）
kkr-bousai30min
@gxb.mlit.go.jp
へメール

□登庁時に被災状
況を「防災情報掲
示板」を活用し情
報発信・収集する。

□登庁時に被災状
況を「防災情報掲
示板」を活用し情
報発信・収集する。

□登庁時に被災状
況を「防災情報掲示
板」を活用し情報発
信・収集する。

「登庁完了から体制発令までの手順」へ移行

登庁者：★全員★
※対策部長は、必要に応じて人員の増減を行うことができる。
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２．２　登庁完了から体制発令までの手順

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

□担当職員
登庁完了
□作業服着用

□登庁完了
□作業服着用

□登庁完了
□作業服着用

□体制・警戒文作
成システムで体制
発令
※震度４は、注意体
制
※機器故障であれ
ば、マイクロにて報
告（本局FAX M86-
3799）

□体制発令を対策部長
に連絡

□対策班班長から
体制発令を受報

□河川巡視準備

河川巡視開始

　登庁完了から体制発令までの手順は以下のとおり。
◆震度6弱以上の場合は非常体制となり、職員全員が安否確認と参集を行う。
◆対策班は登庁完了次第、体制発令システムにより体制発令を行う。非常体制の場合は最初に登庁
した職員が対策班班長の代わりを行う。
◆体制発令後の行動は「河川巡視・被害状況の収集の手順」に移行する。

◎　震度４場合（注意体制の場合）

□河川巡視・被害状況の収集へ移行
※ただし、夜間や閉庁日の場合は、翌日（次開庁日）に河川巡視
を実施する。
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地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

□担当職員
登庁完了
□作業服着用

□登庁完了
□作業服着用

□登庁完了
□作業服着用

□体制・警戒文作
成システムで体制
発令
※震度５弱もしくは
震度５強は、警戒体
制
※機器故障であれ
ば、マイクロにて報
告（本局FAX M86-
3799）

□体制発令を対策部長
に報告

□対策班班長から
体制発令を受報

□河川巡視準備

河川巡視開始

□河川巡視・被害状況の収集へ移行
※河川巡視を実施します。

◎　震度５弱もしくは震度５強の場合（警戒体制の場合）
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地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

河川巡視開始

※「防災情報掲示板活用の手順」を参照
※「所属長への安否ならびに登庁報告の手順」については、「地震時初期行動マニュアルＨ８年4月」を参照

□河川巡視・被害状況の収集へ移行
※河川巡視を実施します。

◎　震度６弱以上の場合　（非常体制の場合）

□参集簿の準備・参集状況の把握（★一番早く登庁した者）
□登庁完了（全員）

□作業服着用

★一番早く登庁した者が！

□体制・警戒文作成システムで体制発令
※震度６弱以上は、非常体制

※機器故障であれば、マイクロにて報告（本局FAX M86-3799）

□河川巡視準備

□一番早く事務所に到着した者は、職員が３名集まるまで待機し、３名になった時点
で、足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マニュアル（１次点検）(案）に則り、事務所
庁舎の点検を実施する。

□点検の結果、事務所が使用不可能な場合は、対策部長の判断により、臨機に対
応する。（例えば、福井河川国道事務所 福井維持（出）に移動等）
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２．３　河川巡視・被害状況の収集までの手順

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

□河川巡視開始
□クロノロ作成開始
□管内図・水防マップ・災
対計画書の配置

□カラオケ表の作成・要員
の配置
□本局へ「地震様式－１」
を送付＜点検開始状況報
告＞

□車輌管理業務に河川巡
視の経路指示
□要員の家族保護

□④対策班班長から要員・
体制の受報。
□⑤必要に応じて、増員の
指示

□①必要あれば、経路の
現地状況を対策班班長に
報告

□②河川巡視要員からの
報告やＴＶ・県市町村等の
情報を踏まえ要員確保の
調整
□③対策部長に要員・体制
の連絡

□⑥対策部長より増員の
指示あれば、対策班要員
に登庁指示

□⑥対策部長より増員の
指示あれば、総務班要員
に登庁指示

□増員の場合、各要員は
登庁開始

□増員の場合、各要員は
登庁開始

河川巡視結果
を６ｈ以内に本
局へ報告

□河川巡視結果を対策班
長に報告

□河川巡視要員から河川
巡視結果の受報

◎　震度４の場合（注意体制）

最大震度４の
地震の場合に
は、ただちに河
川巡視を実施
しなくてもよい
こことし、地震
発生の当日ま
たは翌日（翌日
が閉庁日の場
合は次開庁
日）に河川巡視
を実施する

◆河川巡視については、足羽川ﾀﾞﾑ工事事務所河川関係災害対策部運営計画書P127に基づいて実施する（参考資料：河川部河
川管理課長事務連絡（H21.3.31）「地震発生時の防災体制及び点検の実施について」（河川部災対計画書P.31））
◆大きな流れとして、「河川巡視」と「被害状況の収集」の２本立てである。被害の有無によって、手順を選択する。

河川巡視
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●被害なしの場合（体制解除）

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

河川巡視の結
果、被害や施
設に異常がな
い場合は対応
終了。

□②対策班班長より河川
巡視結果の受報
□③体制解除を指示

□①対策部長に河川巡視
結果を連絡
□本局へ「地震様式－１及
び２」を送付＜点検結果速
報＞
□④体制・警戒文作成シス
テムで体制解除

●被害発見の場合（注意体制→ランクアップ）

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

被害発見 □②対策班班長より河川
巡視結果の受報
□③体制を指示（警戒・非
常体制）指示、引き続き被
災情報の収集を指示
□重大な被害は速報を水
災害予報センター長にホッ
トラインにて報告
□必要であれば、自治体
等へ第一報（ホットライン）

□①対策部長に河川巡視
結果を報告
□本局へ「地震様式－１及
び２」を送付＜点検結果速
報・詳細点検開始＞
□④河川巡視要員に詳細
な点検・被害情報収集を指
示
□⑤体制・警戒文作成シス
テムで体制更新

□詳細な点検・被害情報収
集を開始

□対策班要員に登庁指示 □総務班要員に登庁指示
□給食確保

詳細な点検・被
害情報収集結
果を２４ｈ以内
に本局へ報告

□④対策班班長より詳細
な点検・被害情報の受報

□①詳細な点検・被害情報
収集結果を対策班班長に
報告
□情報収集完了後、事務
所へ帰還。

□②河川巡視要員から詳
細な点検・被害情報の受報
□③対策部長に詳細な点
検・被害情報の報告
□本局へ「地震様式－１・２
及び９」を送付＜詳細点検
結果＞

□現地対策班の設置及び
指名を検討

□必要な場合、
防災用ヘリ（きんき号）を要
請
災害対策車を要請

□必要な場合、
災害協定を締結している
「建設業協会及び測量業協
会」に連絡

□応急復旧検討へ
□マスコミ対応の準備

□応急復旧検討へ □応急復旧検討へ □渉外業務対応へ
□物質の調達・補給

□重大な被害等発生し、応急復旧等が必要な場合は「応急復旧の検討の手順」によ
る
□応急復旧が必要な場合は本局対策班と調整

□対応終了

被害状況の収
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※池田町：NTT 0778-44-8005（ダム室直通）
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地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

□河川巡視開始
□クロノロ作成開始
□管内図・水防マップ・災
対計画書の配置

□カラオケ表の作成・要員
の配置
□本局へ「地震様式－１」
を送付＜点検開始状況報
告＞

□車輌管理業務に河川巡
視の経路指示
□要員の家族保護

□④対策班班長から要員・
体制の受報
□⑤必要に応じて、増員の
指示

□①必要あれば、経路の
現地状況を対策班班長に
報告

□②河川巡視要員からの
報告やＴＶ・県市町村等の
情報を踏まえ要員確保の
調整
□③対策部長に要員・体制
の報告

□⑥対策部長より増員の
指示あれば、対策班要員
に登庁指示

□⑥対策部長より増員の
指示あれば、総務班要員
に登庁指示

□増員の場合、各要員は
登庁開始

河川巡視結果
を６ｈ以内に本
局へ報告

□河川巡視結果を対策班
長に報告 □河川巡視要員から河川

巡視結果の受報

◎　震度５弱及び５強の場合（警戒体制）

最大震度５弱
及び５強の地
震の場合に
は、ただちに河
川巡視を実施
する。

- 17 -
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●被害なしの場合（体制解除）

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

河川巡視の結
果、被害や施
設に異常がな
い場合は対応
終了。ただし、
自治体からの
応援要請等を
検討。

□②対策班班長より河川
巡視結果の受報
□③体制解除・継続・更新
を指示（自治体等への応援
体制）

□①対策部長に河川巡視
結果を報告
□本局へ「地震様式－１及
び２」を送付＜点検結果速
報＞
□④体制・警戒文作成シス
テムで体制解除・継続・更
新

●被害発見の場合（警戒体制→ランクアップ）

地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

被害発見 □②対策班班長より河川
巡視結果の受報
□③体制を指示（警戒・非
常体制）指示、引き続き被
災情報の収集を指示
□重大な被害は速報を水
災害予報センター長にホッ
トラインにて報告
□必要であれば、自治体
等へ第一報（ホットライン）

□①対策部長に河川巡視
結果を報告
□本局へ「地震様式－１及
び２」を送付＜点検結果速
報・詳細点検開始＞
□④河川巡視要員に詳細
な点検・被害情報収集を指
示
□⑤体制・警戒文作成シス
テムで体制更新

□詳細な点検・被害情報収
集を開始

□対策班要員に登庁指示 □総務班要員に登庁指示
□給食確保

詳細な点検・被
害情報収集結
果を２４ｈ以内
に本局へ報告

□④対策班班長より詳細
な点検・被害情報の報告

□①詳細な点検・被害情報
収集結果を対策班班長に
報告
□情報収集完了後、事務
所へ帰還。

□②河川巡視要員から詳
細な点検・被害情報の受報
□③対策部長に詳細な点
検・被害情報の報告
□本局へ「地震様式－１・２
及び９」を送付＜詳細点検
結果＞

□現地対策班の設置及び
指名を検討

□必要な場合、
防災用ヘリ（きんき号）を要
請
災害対策車を要請

□必要な場合、
災害協定を締結している
「建設業協会及び測量業協
会」に連絡

□応急復旧検討へ
□マスコミ対応の準備

□応急復旧検討へ □応急復旧検討へ □渉外業務対応へ
□物質の調達・補給

□重大な被害等発生し、応急復旧等が必要な場合は「応急復旧の検討の手順」によ
る
□応急復旧が必要な場合は本局対策班と調整

□対応終了・継続・更新

被害状況の収
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ホットライン

※水災害予報センター長：M 86-3851
※池田町：NTT 0778-44-8005（ダム室直通）
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地震による事象
対策部長

対策副部長
（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長 総務班班長
総務班

□河川巡視開始
□クロノロ作成開始
□管内図・水防マップ・災
対計画書の配置

□カラオケ表の作成・要員
の配置
□本局へ「地震様式－１」
を送付＜点検開始状況報
告＞

□車輌管理業務に河川巡
視の経路指示
□要員の家族保護

□④対策班班長から要員・
体制の受報

□①必要あれば、経路の
現地状況を対策班班長に
報告

□②河川巡視要員からの
報告やＴＶ・県市町村等の
情報を踏まえ要員確保の
調整
□③対策部長に要員・体制
の報告

河川巡視結果
を６ｈ以内に本
局へ報告

□河川巡視結果を対策班
長に報告 □河川巡視要員から河川

巡視結果の受報

◎　震度６弱以上の場合（非常体制）

最大震度６弱
以上の地震の
場合には、全
職員が登庁し、
ただちに河川
管理施設等の
点検を実施す
る。

河川巡視

- 19 -
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●被害なしの場合（体制解除）

地震による事象
対策部長

対策副部長
（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長 総務班班長
総務班

河川巡視の結
果、被害や施
設に異常がな
い場合は対応
終了。ただし、
自治体からの
応援要請等を
検討。

□②対策班班長より河川
巡視結果の受報
□③体制解除・継続・更新
を指示（自治体等への応援
体制）

□①対策部長に河川巡視
結果を報告
□本局へ「地震様式－１及
び２」を送付＜点検結果速
報＞
□④体制・警戒文作成シス
テムで体制解除・継続・更
新

●被害発見の場合（非常体制→継続）

地震による事象
対策部長

対策副部長
（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長 総務班班長
総務班

被害発見 □②対策班班長より河川
巡視結果の受報
□③引き続き被災情報の
収集を指示
□重大な被害は速報を水
災害予報センター長にホッ
トラインにて報告
□必要であれば、自治体
等へ第一報（ホットライン）

□①対策部長に河川巡視
結果を報告
□本局へ「地震様式－１及
び２」を送付＜点検結果速
報・詳細点検開始＞
□④河川巡視要員に詳細
な点検・被害情報収集を指
示
□⑤体制・警戒文作成シス
テム（体制継続）

□詳細な点検・被害情報収
集を開始

□給食確保

詳細な点検・被
害情報収集結
果を２４ｈ以内
に本局へ報告

□④対策班班長より詳細
な点検・被害情報の受報

□①詳細な点検・被害情報
収集結果を対策班班長に
報告
□情報収集完了後、事務
所へ帰還。

□②河川巡視要員から詳
細な点検・被害情報の受報
□③対策部長に詳細な点
検・被害情報の報告
□本局へ「地震様式－１・２
及び９」を送付＜詳細点検
結果＞

□現地対策班の設置及び
指名を検討

□必要な場合、
防災用ヘリ（きんき号）を要
請
災害対策車を要請

□必要な場合、
災害協定を締結している
「建設業協会及び測量業協
会」に連絡

□応急復旧検討へ
□マスコミ対応の準備

□応急復旧検討へ □応急復旧検討へ □渉外業務対応へ
□物質の調達・補給

□重大な被害等発生し、応急復旧等が必要な場合は「応急復旧の検討の手順」によ
る
□応急復旧が必要な場合は本局対策班と調整

□対応終了・継続・更新

被害状況の収
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ホットライン

※水災害予報センター長：M 86-3851
※池田町：NTT 0778-44-8005（ダム室直通）
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地震による
事象

対策部長
対策副部長

（事務所長・副所長）

対策班
現地対策班

対策班班長
総務班班長

総務班

河川巡視・点
検・被災情報の
収集から引き
続き

□③対策班班長からの復
旧工法の確認

□①対策班は応急（緊急）
復旧工法を検討する。

□②対策部長に工法を報
告。

□④応急（緊急）復旧工法
を本局対策班に協議。

□引き続き、給食確保、渉
外業務対応、物質の調達・
補給を実施

□対策班は協定締結業者
への準備連絡対策班は搬
入ルート、仮置き場の検討

□対策班は交通確保のた
めの関係機関協議

□緊急災の内容を確認 □対策班は緊急災を本局
対策班に申請【様式－5．
4】
※詳しくは、直轄河川災害
復旧事業の手引きによる

□緊急災の内容を対策部
長に報告

□協定締結業者との契約
内容の確認

□協定締結業者と協議

□資器材の調達

□協定締結業者との契約
手続き

□対策部長が災害対応が
必要であると判断

□防災エキスパート出動要
請

□支援職員の派遣要請
　（情報収集班又は支援
班）

□専門家の派遣要請

□前線基地設置検討
　（資器材、人員受入基地）

□必要であれば、対策部
長に災害対応支援要請内
容を報告

□現地対策班の設置及び
指名を検討

□記者発表【緊急災開始】 □応急（緊急）復旧実施

□対策班は、復旧報告第１
報を局対策班に【地震様式
-3】により報告。

□対策班は復旧報告第２
報を局対策班に報告。

□記者発表【緊急災完了】 □応急（緊急）復旧完了

□現地対策班解散
□非常体制解除

□対応終了 □対応終了 □対応終了 □対応終了

２．４　応急復旧の検討の手順

◆復旧方法の協議様式については、【様式7B、様式－８】で行う。（足羽川ﾀﾞﾑ工事事務所河川関係災害対策部運営計画書
P24,25）による。

- 21 -

5－7－1－24



第３章　河川巡視・被害情報の収集、処理、伝達の流れ（カラオケ表）

3.1　カラオケ表（総括）

＜震度４の場合　→　注意体制＞
（勤務時間に発生は直ちに。勤務時間外や閉庁日に発生時は、開庁日に実施）

役　割 氏　名 人　数 内　　　容
総務班 配車手配 1 車両管理業務とのやり取り

情報収集 1 本局報告、TV等により情報収集、河川巡視とのやり取り
河川巡視 3 大臣管理区間の点検、巡視

※対策部長は、必要に応じて人員の増滅を行うことができる。

＜震度５弱及び５強の場合　→　警戒体制＞
役　割 氏　名 人　数 内　　　容

対策部 指揮 1 指揮
配車手配 1 車両管理業務とのやり取り

要員の給食 1 要員の給食の確保
対策班 情報収集 3 本局報告、TV等により情報収集、河川巡視とのやり取り
現地対策班 河川巡視 3 大臣管理区間の点検、巡視

※対策部長は、必要に応じて人員の増滅を行うことができる。

＜震度６弱以上の場合　→　非常体制＞
役　割 氏　名 人　数 内　　　容

総括指揮 佐藤　弘行 1 指揮・判断
総務班指揮 村岡　宏 1 指揮・判断
対策班指揮 神後　雅文 1 指揮・判断
対策班指揮 伊藤　征毅 1 指揮・判断
対策班指揮 大岩　仁志 1 指揮・判断

班長 小木曽　肇 1

副班長
金沢　尚志
西村　香織

2

庶務会計
中嶋　朗裕

川端　美佐季
畠田　千遥

3

救助補償
瀬川　哲平
中安　洋介
重定　真美

3

班長 川内　嘉起 1

副班長

吉田　真人
川端　知憲
松島　健朗
横井　規生
西堀　剛志

5

対策
小松　司

三橋　佑介
2

工務

河原　光佑
原　恒太

尼丁　勇輝
角田　隼輔
渡邊　吉晃

5

班長 有田　隆司

副班長
小川　善史
粂　純司
堀　祐樹

対策班

総務班

・渉外事務（広報を除く）に関すること
・要員の収集及び自動車の運営に関すること
・要員の給食及び健康管理に関すること
・会計及び給与に関すること
・物質の調達及び補給に関すること
・防災業務に基づく補償に関すること
・災害救助法に基づく応援に関すること
・要員の家族保護に関すること

・河川等の巡視及び状況把握に関すること
・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施に関すること
・対策部への報告に関すること
※現地対策班は、災害の状況等により対策部長が設置及び指名
するものとする。

7

・一般被害にかかる情報の収集及び連絡に関すること
・「災害ﾚﾎﾟｰﾄ」の作成、報告に関すること
・電気及び通信の確保に関すること
・地震情報、津波情報、土砂災害関係情報及び気象・水文情報の
収集及び通報に関すること
・防災体制の発令、解除及び要員配備に関すること
・水文観測の実施に関すること
・防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄとの連絡等に関すること
・直轄河川災害復旧事業及び激甚災害対策特別緊急事業に関
すること

対
策
部

総
務
班

対
策
班

現
地
　
　
 

対

策
班
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3.2　カラオケ表（震度４）

＜震度４の場合　→　注意体制＞
（勤務時間に発生は直ちに。勤務時間外や閉庁日に発生時は、開庁日に実施）

<体制の発令>
本局：M86-3866、3867
担当：水災害予報ｾﾝﾀｰ

水防企画係

<点検・被害発生報告>
本局：M86-3626、3627
担当：河川計画課

計画第二係

<応急復旧の検討報告
>
本局：M86-3731、3732
担当：河川工事課

ダム係

【対策班】情報収集・報告
担当名：

【対策班】河川巡視
担当名：

【総務班】配車手配
担当名：

本

局

<情報連絡>
福井県

0776-20-0494
担当：砂防・防災課

0776-20-0308
担当：危機対策・防災課

【対策部長】指揮・判断

<情報連絡>
池田町：0778-44-8003
担当：総務財政課

<情報連絡>
福井河川：M781-331、511

担当：河川管理課

<情報連絡>
九頭竜統管：M783-511
担当：指令室

<情報収集>
福井地方気象台：

0776-24-0069
担当：防災グループ

国
の
出
先
機
関

地
方
公
共
団
体

【対策班班長】対策班統括
担当名：
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3.3　カラオケ表（震度５弱・５強）

＜震度５弱及び５強の場合　→　警戒体制＞

<体制の発令>
本局：M86-3866、3867
担当：水災害予報ｾﾝﾀｰ

水防企画係

<点検・被害発生報告>
本局：M86-3626、3627
担当：河川計画課

計画第二係

<応急復旧の検討報告
>
本局：M86-3731、3732
担当：河川工事課

ダム係

【対策班】情報収集・報告
担当名：

【対策班】河川巡視
担当名：

【総務班】配車手配・要員の
給食確保

担当名：

本

局

<情報連絡>
福井県

0776-20-0494
担当：砂防・防災課

0776-20-0308
担当：危機対策・防災課

【対策部長】指揮・判断

<情報連絡>
池田町：0778-44-8003
担当：総務財政課

<情報連絡>
福井河川：M781-331、

511

担当：河川管理課

<情報連絡>
九頭竜統管：M783-511
担当：指令室

<情報収集>
福井地方気象台：

0776-24-0069
担当：防災グループ

国
の
出
先
機
関

地
方
公
共
団
体

防災エキスパート：

【対策班班長】対策班統括
担当名：

- 24 -
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3.4　カラオケ表（震度６弱以上）

＜震度６弱以上の場合　→　非常体制＞

<体制の発令>
本局：M86-3866、3867
担当：水災害予報ｾﾝﾀｰ

水防企画係

<点検・被害発生報告>
本局：M86-3626、3627
担当：河川計画課

計画第二係

<応急復旧の検討報告
>
本局：M86-3731、3732
担当：河川工事課

ダム係

【対策班】情報収集
担当名②：

【対策班】河川巡視
担当名②：

【総務班】配車手配・要員の
給食確保

担当名②：

本

局

<情報連絡>
福井県

0776-20-0494
担当：砂防・防災課

0776-20-0308
担当：危機対策・防災課

<情報連絡>
池田町：0778-44-8003
担当：総務財政課

<情報連絡>
福井河川：M781-331、

511

担当：河川管理課

<情報連絡>
九頭竜統管：M783-511
担当：指令室

<情報収集>
福井地方気象台：

0776-24-0069
担当：防災グループ

国
の
出
先
機
関

地
方
公
共
団
体

【対策班】報告(局対応）
担当名①：

【総務班】渉外事務（一般か
らの問い合わせ）

担当名②：

【対策班】緊急対応
（現地）

担当名②：

【総務班】物質の調達・補給
（ガソリン等）

【対策班】クロノロ作成
担当名①：

【総務班】家族の保護
担当名①：

【現地対策班】
担当名：

【協定を締結している協会】調査・現地対応
★(社)福井県測量設計業協会

0776-34-1828 担当名：

★(社)福井県建設業協会

副
部
長
（
技
）

副
部
長
（
事
）

【対策部長】：

防災エキスパート：

- 25 -
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第４章 河川関係地震災害対策部の配置

４．１ 対策スペース（河川情報室）

③情報収集端末 ②パソコン

（足羽川ダム雨量・水位監視システム） （足羽川ダム雨量・水位監視システム）

（過去データを含む） Ｗｅｂ情報

プリンター

①

テ

レ

ビ

① ＴＶ 福井県内における気象全般のｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ視聴可

② 足羽川ﾀﾞﾑ雨量・水位監視ｼｽﾃﾑ
Ｗｅｂ上での足羽川ダム管内関係の地震・雨

量・水位・流量等のﾘｱﾙﾀｲﾑ表示及び監視

③ 情報収集端末（②と連動）
過去から現在までの足羽川ダム管内の雨量・

水位・流量等の河川流況のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び監視

※体制・警報文作成支援システムは各職員のパソコンより行う。

地震災害対策部を設置した場合は、定められた各班員は河川情報室に集合し、

地震災害業務に従事する。

なお、河川情報室には、前表のシステムのほか、情報伝達に必要な水防関係

全様式、河川関係災害対策部運営計画書等を常備している。
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河川情報室常備資料

・水防マップ

・図面（足羽川ダム管内図、足羽川・水海川平面図、足羽川・水海川縦横断図）

・写真（斜め写真）

・浸水想定区域図、市町村ハザードマップ

・特定区間調書等

①ＴＶ ②ﾊﾟｿｺﾝ足羽川ﾀﾞﾑ雨量・水位監視ｼｽﾃﾑ

③情報収集端末
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第５章 地震発生後から応急復旧開始までの手順についての補足

５．１ 非常時職員参集

＜時間外における連絡経路＞

時間外における事務所職員の連絡経路については、次図のとおりとする。

勤務時間外における連絡経路（地震災害対策部）
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５．２ 河川巡視

１） 目 的

災害時において、護岸・床固め等の状況を把握し、もって緊急かつ適

切な対応に資することを目的とする。

２） 実施基準

福井市豊島（気）、福井市美山（県）、池田町稲荷（県）観測点のいず

れかにおいて震度４以上の地震が発生した時。

ただし、最大震度４の地震の場合には、ただちに河川管理施設等の点

検を実施しなくてもよいこととし、地震発生の当日または翌日（翌日が

閉庁日の場合は次開庁日）に河川巡視を実施する。

３） 巡視体制

現地対策班により１班３名以上の体制で車（必要に応じて徒歩）にて

巡視を実施する。

巡視における巡視範囲は、「河川巡視区域及び経路図」（図－１参照）

のとおりとする。

４） 点検事項

巡視実施にあたり主な点検項目は以下のとおり。

点検対象物 主な点検項目

護岸 亀裂・陥没・流出・破損・その他

床固め・堰 周辺法面・本体・取付護岸等の状況・その他

（許可工作物含む）

橋等 状況（水位・冠水・橋脚・その他）

周辺地 冠水・河岸浸食・斜面崩壊・土砂崩れ・

山林斜面崩壊・その他

その他 工事状況を踏まえて巡視項目を決定する
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(２)河川巡視区域及び経路図

足羽川ダム工事事務所から

足羽川ダム工事事務所から

足羽川ダム工事事務所から

０

※巡視経路については、状況に応じて
検討するものとする。

足羽川ダム工事事務所から
(大野市経由)

足羽川ダム工事事務所から
(大野市経由)

凡 例

河川巡視経路

河川巡視区域

河川巡視経路
（大野市経由）

事前通行規制区間

（連続雨量が140㎜に

達した場合、通行止）

事前通行規制区間

（連続雨量が140㎜に

達した場合、通行止）

この先事前通行規制区間あり

（連続雨量が120㎜に達した場合、通行止）

事前通行規制区間

（連続雨量が80㎜に達した場合、通行止）

事前通行規制区間

（連続雨量が140㎜に

達した場合、通行止）

事前通行規制区間

（連続雨量が140㎜に

達した場合、通行止）

事前通行規制区間

（連続雨量が140㎜に

達した場合、通行止）

事前通行規制区間

（連続雨量が140㎜に

達した場合、通行止）
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第６章 被害が発生した場合
６．１ 被災の発見

被災発見の第１報を受けた場合、引き続き河川巡視（又は現地対策班）に

より詳細把握を行う。

６．２ 被災発生の報告（第１報）

大規模な被災発生であると判断された場合は、対策部長（事務所長）より

本部長や関係部局（河川情報管理官、河川保全管理官）へマイクロおよび携

帯電話等にて第一報伝達を行う。

６．３ 応急対策

河川管理施設が被災した場合または被災するおそれがある場合、災害の発

生や拡大を防止するために、被災施設の応急対応を行う必要がある。

対策班及び現地対策班は、被災施設及び周辺における状況を把握し、資機

材の確保、対策の検討を行う。

６．４ 直轄河川災害復旧事業緊急災

１）直轄河川災害復旧事業における災害とは

①暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生ずる災害

（公共土木施設災害復旧事業国庫負担法より）

●天然現象の要件

災害要因 要 件

洪 水 ・原則…はん濫注意水位以上の出水

・はん濫注意水位の定めのない河川は、河岸高の５割程度の水位

・はん濫注意水位未満の洪水…指定水位以上が４８時間継続

暴 風 ・ 大風速（１０分間平均）１５m/sec以上

その他(地震、津波な ・発生の状況により協議検討

ど)

②直轄区間もしくは河川法施工令第２条第７項区間で工事を行っている

区間で発生した災害

③１箇所の事業費が５００万円以上であり、維持管理の範疇を超えるも

の

２）緊急復旧事業（緊急災）

重大な事態が発生した、または発生するおそれがあり、現地調査、及

び予算措置をする時間的余裕がない場合に実施する。

重大な事態とは、浸水しているか、一定の状況がつづけば、人命、財

産、公共施設等に重大の影響を及ぼすもの。出水期を控え、出水等によ

り増災して重大な事態が発生するおそれのあるもの。
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３）災害復旧事業緊急災の申請

災害復旧事業緊急災が適用される場合、対策班は次に掲げる事項を記

載した図書を作成し、災害対策本部対策班（河川部 工事課）へ申請す

る。

① 災害発生の状況

② 緊急復旧工事を必要とする理由

③ 緊急復旧工事の計画の概要、及び事業に必要な費用額

④ 緊急復旧工事の施行期間

⑤ その他必要な事項

６．５ 災害対策用機械・機材

１）災害対策用機械の出動要請

災害対策用機械の出動は次の要領で行う。

① 災害が発生し、対策部長（事務所長）が災害対策用機械の必要を判断。

② 企画部施工企画課及び災害対策用機械保有事務所と連絡調整しなが

ら、企画部企画課に災害対策用機械の出動申請を行う。

③ 「災害時における応急対策業務に関する基本協定会社」に出動要請し、

また保有事務所とも連絡を取り合いながら機械を輸送し、設置する。

④ 機械の設置位置はあらかじめ現地を調査し決定しておく。

２）非常体制時の情報機器選別の対応

非常体制時には災害現場等への電話回線及び画像回線の確立が不可欠で

あり、下記によりその選定を行う。

ア）電話回線確保における使用機器

① 衛星携帯通信

※現地にマイクロ通話回線を確立したい時

移動多重回線確立

イ）画像情報の取得における使用機器優先順位

① 衛星通信車

② Ku－ＳＡＴ

③ その他

車輌が入れない災害現場 → 簡易型画像伝送装置

上空から画像を確認したいとき → 気球空撮装置その他

被害箇所が大規模の時でヘリ要請後、現地で画像が見たいとき

→ ヘリテレ受信装置

5－7－1－35



- 33 -

5－7－1－36



- 34 -

(参考) 災害対策機械機器使用手続の手順

災害対策用建設機械出動手続き（緊急使用）系統図

きんき号緊急時の運航について
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６．６ 災害復旧資材の備蓄

事務所管内の被害発生時の復旧工事の資材として、資材備蓄を行っており、

その名称、数量、位置等を適正に管理し、災害対策運営計画書に掲載してい

る。

６．７ 対策本部への応援要請

所管施設に災害が発生した場合は「足羽川ダム工事事務所河川関係災害対

策部組織及び体制発令基準」により、防災体制を発令し対策部（事務所）の

設置を行い、必要に応じ対策本部(本局）に応援要請等を行い、速やかに防災

体制を整える。

第７章 情報の収集及び伝達
７．１ 情報の収集

水位情報をリアルタイムで捉え基本のシナリオと照合しながら防災業務を

遂行する。事前情報とリアルタイムの情報を活用し視覚的に情報を整理する

事が重要であり、災害時においては社会情勢についても市町村や、メディア、

インターネット等より情報を収集し円滑かつ的確な活動展開を検討する。

○マップ関連（事前情報）

池田町に浸水想定区域図、洪水ハザードマップの該当なし。

○マスメディア（リアルタイム情報）

ラ ジ オ 局 名 周 波 数

ＮＨＫ福井第一 福井： 927kHz

ＮＨＫ福井第二 福井：1521kHz

ＦＢＣ福井放送 福井： 864kHz

ＮＨＫ ＦＭ福井 福井：83.4MHz

福井エフエム放送(ＦＭ福井) 福井：76.1MHz

福井街角放送(Radioあいらんど) 福井：77.3MHz

○インターネットコンテンツ（リアルタイム情報）

コンテンツ名 U R L 雨量ﾚｰﾀﾞｰ 雨量 水位 ハイドロ

川の防災情報 http://www.river.go.jp/ ○ ○ ○ ×

統一河川情報ｼｽﾃﾑ http://10.240.4.149/title.html ○ ○ ○ ×

統一河川情報 S（官携帯）http://s.river.go.jp/ ○ ○ ○ ×

足羽川ダム工事事務所雨 http://micos-sc.jwa.or.j
○ ○ ○ ○

量・水位監視システム p/asuwa/

ﾕｰｻﾞｰ名:asuwa01#

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ:Dam!806
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足羽川ダム工事事務所 雨量・水位監視システム（リアルタイム防災情報）

○その他（リアルタイム情報）

電話応答
【部子川】

サービス
０７７８－４４－８１０２ <水位> 小畑

０７７８－４４－７７２５ <雨量> 大本
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７．２ 関係機関及び一般への周知

福井県や池田町向けの情報は所定の様式を用い、原則ＦＡＸで周知する。

なお、一般への周知はしていない。

水位や雨量、雨量レーダーは事務所雨量・水位監視システムにて１時間、

３０分、１０分ごとに対応してリアルタイムで提供することができる。

（切替は決められた降雨量で自動または河川情報室にて任意で可能）

※関係機関へＦＡＸ送信した場合、必ず着信確認をすること。

※送信文書には、必ず発信者、受信者、確認時間を記入すること。

●発着信確認欄（例）

発信者 発信時刻 → 受信機関 受信者 受信時刻

： → ：

【 記者発表により周知する情報 】

① 河川管理施設の被災

② 応急対策・災害復旧事業の開始及び完了

③ その他支部長が必要と認めた情報

※記者発表については、対策班がとりまとめを行い、対策部長の決裁完了後

発信する。記者発表に関するマスコミ対応については対策副部長（事務副

所長）が行う。

７．３ 記 録

クロノロは有用であるため、当日は専門担当を決めるものとする。

※様式については、事務所全職員が作成出来るように、以下のフォルダに

保存している。

M:¥2023年度¥所内共有¥【調査設計課】防災関係¥★様式類★
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第８章 平常時からの備え

８．１ 日頃の備え

①管理施設や観測施設の点検

・誤認、操作異常、故障等が無いように定期的な巡回、保守点検を実施す

る。

②情報伝達様式の整理

・河川情報室にある情報伝達様式について更新等を適宜実施する。

③河川情報室の整理整頓

・出水期前には必ず整理整頓を行う。

④各システムの稼働状況の確認

・電話回線によるリアルタイムデータについては欠測等が発生しないか日

常的に監視する。

・足羽川ダム雨量・水位監視システム等の河川情報に関するシステムが正

常に稼働することを適宜確認すること。

・システムの操作方法について広く職員へ周知しておくとともに、操作訓

練を実施しておくこと。

⑤官支給携帯電話の取扱い

・時間外出水時等には官支給・私人携帯電話へ事務所体制等の情報を伝達

する。

また、水位・雨量についての情報は「足羽川ダム雨量・水位監視シス

テム(ＰＣ)」、「川の防災情報(携帯)」で入手可能である。

(防災担当者はより詳細な統一河川情報システムを活用)

８．２ 防災訓練

①職員による防災訓練

毎年９月に非常参集訓練及び初動対応訓練＜地震防災訓練＞を実施し、

勤務時間外の大規模地震災害に対し、全職員による非常参集と被災状況

等の情報収集・伝達など初動対応の訓練を行い、災害時において迅速か

つ適切な防災活動ができるよう職員の災害対応能力向上を図る。
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第９章 本計画のＰＤＣＡ

９．１ 継続・見直しについて

地震マネジメント計画書、現行の災害対策部運営計画・基準については、

適宜見直し・改訂を行い、適切な水防活動、避難活動を行うための体制を

整えておく必要がある。

計画・基準 更 新 時 期

地震マネジメント計画書 ・毎年 出水期前に更新を行う。

・毎年９月の地震防災訓練での反省点を

災害対策部運営計画書 必要に応じて反映させる。

９．２ マネジメントの改訂

地震マネジメント計画書は、定期的に見直し、改訂していくこととなる

が、実際の水防や地震防災訓練等などで、課題や改善点などが見いだされ

た場合は、都度検討を行い、災害対策運営計画書と相互で改訂を行ってい

くとともに、各種マネジメント計画書の見直しも必要に応じて反映してい

くものとする。

地震
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３ 都道府県による地震被害想定結果（概要） 

（18） 福井県

①主な被害想定結果整理表

春・秋 冬 春・秋 冬

福井地震 7.1 7※ 3,785 4,286 22,809 25,110
敦賀断層地震 7.2 7※ 902 1,120 6,996 8,449
福井地震 7.1 7※ 2,000 2,223 7,391 7,932
敦賀断層地震 7.2 5強※ 11 11 235 235

想定地震名都道府県名／
市町村名

地震規模
マグニ

チュード

人的被害
死者数 負傷者数

福井県全体

うち福井市

最大震度

※最大震度は震度分布図より読み取った値である
（注）表内の「－」は、出典の報告書等において被害数値が記載されていない場合、評価対象外の項目である場合等を意味する

火災［最大］

全壊数 半壊数 焼失数 全壊数 半壊数 全壊数 半壊数

福井地震 85,944 (142,575) 68,251 (71,655) 17,030 - - - -
敦賀断層地震 28,306 (51,155) 51,721 (84,398) 5,107 - - - -
福井地震 35,504 (58,663) 21,830 (18,993) 9,151 - - - -
敦賀断層地震 3,004 (7,669) 9,468 (22,840) 1 - - - -

揺れ＋液状化 崖崩れ
建物被害

想定地震名都道府県名／
市町村名

福井県全体

うち福井市

津波

（注）揺れ＋液状化による建物被害の( )内の数値は、積雪時における被害想定値 
（注）表内の「－」は、出典の報告書等において被害数値が記載されていない場合、評価対象外の項目である場合等を意味する 

（出典：福井県地震被害予測調査報告書 平成 9年 3 月） 

－　４１　－
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３ 都道府県による地震被害想定結果（概要） 

113

②主な被害想定結果図面（以下は全て福井地震）

震度分布図 液状化危険度分布図 

道路被害箇所数 上水道管被害数 

電力架空線被害 

（出典：福井県地震被害予測調査図面集（平成 9年 3 月）） 

－　４２　－
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 　本マニュアルは、夜間や休日等に震度6弱以上の地震が起こった場合、

専門的な判断に先だって、庁舎に入れるかどうか、また災害対策本部が

設置可能かどうかを判断するために用いる。

　　構造体（柱・梁・床・壁等）に著しい損傷が生じている場合は、応急危険

度判定士や建築士等による専門的な判定が必要である。

◆ 時間外点検フロー

  庁舎外部点検

１次点検

  庁舎内部点検

２次点検

足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マニュアル(１次点検）（案）

災害対策活動

地震災害発生

庁舎内の被害状況の把握（１次点検）

庁舎内に災害対策部設置

職員非常参集

点検後、総務課長へ連絡する　※

点検後、総務課長へ連絡する　※

（対策部長が庁舎進入可能かどうか
　を判断する）

（対策部長が災害対策本部を設置でき
　るかどうかを判断する）

参集者が、庁舎外
部と内部に分け
て、庁舎の安全性
を点検する

－　４３　－

◆ 事務所庁舎点検の時期 
一番早く事務所に到着した者は、職員が３名集まるまで待機し、
３名になった時点で、足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マ
ニュアル（１次点検）(案）に則り、事務所庁舎の点検を実施する。

※　総務課長と連絡が取れない場合の代理として、総務班の副班長に　
　　連絡することとする。 
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足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マニュアル(１次点検：庁舎外部）

　　　月　　 　日　　　 時　　 　分　調査者氏名

点検項目

① 建物の倒壊による危険はないか（構造躯体（柱・梁・壁）の危険度判定）。

被害状況 確認欄 判定

ほとんど無被害 問題なし

ひびわれ（ひびわれ幅２㎜未満）がみられる。 問題なし

X字型の斜めひびわれ（ひびわれ幅２㎜程度）が生じているが、 進入可能

コンクリートのはがれは極めてわずかである。

遠くからも見てわかる大きなひびわれ（ひびわれ幅2㎜以上）が多数生じ、 1階柱 １階柱1本以上

斜めひびわれにそって柱幅の半分以上にわたりコンクリートがはがれ、中の →進入不可

鉄筋がかなり見えている。縦方向に入っている鉄筋（主筋）が変形している。 本

中の鉄筋が曲がり、鉄筋で囲まれた内部のコンクリートが崩れ落ち、一見し 1階柱 １階柱1本以上

て柱の高さ方向に変形が生じている。開口部ではサッシが曲がっている。 →進入不可

床に沈下や傾斜が見られる。 本

ある階が押し潰されている。 →進入不可

② 庁舎に傾きがないか。 地盤破壊や不同沈下による傾きの有無

傾きなし 問題なし

地盤破壊により、庁舎全体が地表面から沈下している（0.2m以下）。 進入可能

一見して庁舎が傾いている。地表面から1m以上沈下している。 →進入不可

③ 隣接建築物・周辺地盤の破壊による危険はないか。

危険なし 問題なし

危険あり。地盤面が大きく陥没してる。盛り上がっている。 →進入不可

隣接する建物が庁舎の方向に大きく傾いている。

④ ガス漏れがないか

庁舎北側のプロパンガスのまわりでガスの臭いはしない。 進入可能
庁舎北側のプロパンガスのまわりでガスの臭い。 →進入不可

⑤ 窓ガラスの割れや落下による危険はないか。 落下物による危険性

ほとんど無被害 問題なし

広範囲にガラスが破損し、窓枠が変形している。 →危険箇所は通行止め

ガラスが落下しそうである。 にする。

⑥ 外壁のひび割れ、はがれなどによる落下の危険はないか。 落下物による危険性

ほとんど無被害 問題なし

大きなひび割れ（ひびわれ幅2㎜以上）が入り、外壁モルタルがはがれ落ち →危険箇所は通行止め

かかっている。 にする。

メモ欄

柱の損傷（梁の被害が柱よりも顕著な場
合は梁に読み変える）

以上６項目を点検後、総務課長へ連絡してください

－　４４　－
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鯖

－　４５　－
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足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マニュアル(１次点検：庁舎内部）

　　　月　　 　日　　　 時　　 　分　調査者氏名

点検項目

① 廊下や階段に変形・損傷はないか（通行可能か、危険はないか）。

ほとんど無被害 問題なし

床に大きなクラックが入り、段差が生じている。 →庁舎進入禁止

② 天井材や天井取り付け器具の損傷・落下による危険はないか。

ほとんど無被害 問題なし

天井材や照明器具が落下しかけている。 危険箇所は通行禁止にする

③ 災害対策室内の事務機器の転倒・移動による危険はないか。

問題なし 問題なし

被害あり：被害状況を下記に記入してください

上記項目を点検後、総務課長へ連絡してください

－　４６　－
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電気・電子機器の確認表

階数 場所 機器名 確　認

電灯 □ 正常 正常以外

FAX □ 正常 正常以外

パソコン □ 正常 正常以外

会議室 電灯 □ 正常 正常以外

倉庫 電灯 □ 正常 正常以外

トイレ等 電灯 □ 正常 正常以外

電灯 □ 正常 正常以外

FAX □ 正常 正常以外

パソコン □ 正常 正常以外

電灯 □ 正常 正常以外

パソコン □ 正常 正常以外

会議室 電灯 □ 正常 正常以外

倉庫 電灯 □ 正常 正常以外

トイレ等 電灯 □ 正常 正常以外

電灯 □ 正常 正常以外

FAX □ 正常 正常以外

パソコン □ 正常 正常以外

会議室 電灯 □ 正常 正常以外

トイレ等 電灯 □ 正常 正常以外

電灯 □ 正常 正常以外

パソコン □ 正常 正常以外

派遣作業室 電灯 □ 正常 正常以外

トイレ等 電灯 □ 正常 正常以外

仮眠室 電灯 □ 正常 正常以外

浴室 電灯 □ 正常 正常以外

（その他特記事項）

状　　況

（令和　　年　　月　　日）　

災
対
室

工務＆
調査設計課

１
F

所長・
副所長室

総
務
課

用
地
課

２
F

３
F

４
F

－　４７　－
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足羽川ダム工事事務所業務継続計画 

（大規模災害対策編） 

令和５年６月 

近 畿 地 方 整 備 局 

足羽川ダム工事事務所 
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はじめに 

 

 足羽川ダム工事事務所業務継続計画は、大規模災害（地震災害や風水害等）の発生を想

定して、足羽川ダム工事事務所（以後、事務所という。）の責務として実施・継続すべき「大

規模災害応急対策業務」と「一般継続重要業務」を定め、災害対応の状況に応じて段階的

に通常業務を回復させ、国民により安全で安心な社会を提供する体制を構築するための計

画である。 

 本計画における地震応急対策業務とは、「防災業務計画」（令和 4 年 10 月 近畿地方整備

局）の「防災に関し執るべき措置等を定め、防災対策の総合的かつ計画的な推進を図り、

もって民生の安全、国土の保全、社会秩序の維持と公共の福祉に資する。」に示す目的に基

づき、大規模な地震発生後速やかに、事務所の実施すべき業務である。 

 また、一般継続重要業務とは、「国土交通省設置法」の「国土の総合的かつ体系的な利用、

開発及び保全、そのための社会資本整備の総合的な整備、交通政策の推進を図る。」（第 3

条）に示す国土交通省の任務に基づき、大規模な地震発生後においても、事務所の継続す

べき業務である。 

 なお、本計画は、これまでの訓練や災害に関する対策の積み重ね、また計画の策定時点

における事務所の職員や設備の状況に応じて定めたものであるため、大規模な地震の発生

後には、本計画の方針に基づき、 優先すべき業務を組織が判断し、職員各自が適宜適切

な対応を実施するものとする。 

 また、想定 大規模降雨による浸水想定区域に、足羽川ダム工事事務所が含まれること

から、バックアップ等の計画を定めるものとする。 

 

 

  福井地震 1948.6.28 （地震直後の大和百貨店） 
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なお、BCP の概念は以下のとおりである。 

 

福井豪雨 2004.7.18 （決壊地点 福井市春日） 
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1 
 

第１章 総則 

１．業務継続計画の目的 

（１）目的 

業務継続計画は、大規模災害（地震・津波や風水害）により事務所自体が被災し、

事務所の機能が低下した場合であっても、重要業務を迷うことなく迅速に実施でき、

かつ、事務所全体の機能が早期に回復できるように、必要な事項をあらかじめ定め

ることを目的とする。 

 

（２）背景 

平成 17 年 9 月中央防災会議は、首都直下地震対策大綱を策定し、その中で、首都

中枢機関は発災時に機能継続性を確保するための計画として業務継続計画を策定す

ることを規定した。国土交通省ではこの決定を受け、「国土交通省安全・安心のため

のソフト対策推進大綱」（平成 18 年 4 月）のなかで、事業継続計画を位置づけるた

めの国土交通省防災業務計画の早期改定を謳い、平成 18 年 8 月に同計画を改定。近

畿地方整備局では、この国土交通省防災業務計画の改定を踏まえ、事業継続計画 

の検討を進め、平成 21 年 6 月に近畿地方整備局で初めてとなる事業継続計画地震災 

害対策編を策定した。しかしながら、平成 21 年 6 月の計画においては、一般継続重

要業務の整理が行われていなかったことから、引き続き検討を進め、平成 25 年 3 月

に第 1 回の改訂を行っている。 

平成 28 年 4 月には、内閣府において、政府業務継続計画（首都直下地震対策）等

を踏まえ、「中央省庁業務継続ガイドライン第２版」が策定され、平成 29 年 12 月に

は、大規模地震・津波災害が発生した際に各機関がとるべき行動内容を定めた「大

規模地震・津波災害応急対策対処方針」が中央防災会議幹事会で決定され、国土交

通省において、平成 30 年 5 月「国土交通省業務継続計画 第４版」を策定された。 

近畿地方整備局においては、国土交通省業務継続計画第４版に基づき、大規模地

震応急対策活動緊急時行動手順の作成、非常時優先業務の再整理を行い、平成 30 年

8 月「近畿地方整備局業務継続計画（地震災害対策編）」の改定を行った。それに伴

い、事務所の「業務継続計画（大規模災害対策編）」の改訂を行う。 

 

（３）位置付け 

本計画は、事務所管内の地震災害での 大被害に対して、事務所における「応急

対策業務」及び「一般業務」の業務継続の考え方やそれに必要な体制、不足の場合

の資源確保について定めるものであり、防災業務計画を補完するものである。 

（図－１業務継続計画の位置付け 参照） 

また、想定 大規模降雨による、浸水想定区域に足羽川ダム工事事務所が含まれ

ることから、バックアップ等の計画を定めるものである。 
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近畿地方整備局業務継続計画の位置付け

政
府
（中
央
防

災
会
議
等
）

国
土
交
通
省

地
方
支
分
部
局

○防災基本計画（H29.4改訂）
「災害対策基本法第３４条に基づく」

○南海トラフ地震防災対策推進基本計画
（H26.3改訂）
○大規模地震・津波災害応急対策対処方針
（H29.12）

○国土交通省防災業務計画
（H29.7改訂）

○国土交通省南海トラフ巨大地震対策計画
〔第１版〕（H26.4）

○国土交通省首都直下地震対策計画〔第１
版〕（H26.4）

首都直下におけるTEC-FORCE
等活動計画(策定中）

○近畿地方整備局 防災業務計画
（H29.4改訂）

・災害対策本部運営計画
（H30.3改訂）

＜各部関係災害対策本部運営計画＞

・緊急災害派遣隊（TEC－FORCE）派遣・
受け入れの手引き

・南海トラフ巨大地震におけるTEC-
FORCE等活動計画

○国土交通省業務継続計画
（H30.5策定）
（首都直下地震等を想定）

○近畿地方整備局 業務継続計画
（地震災害対策編）
（南海トラフ巨大地震 想定）

○各部における業務分担

○近畿地方整備局決裁規則

○近畿地方整備局事務所等組
織細則（近畿地整訓令）

○災害対策基本法
（S３６法律第２２３号）

○中央省庁業務継続ガイドライン
第2版（内閣府）

○国土交通省設置法

○地方整備局組織規則（省令）

各
事
務
所

運
営
計
画

○各事務所災害対策本部運営計画
（毎年度見直し）

○各事務所 業務継続計画

災害時応急対策業務

○国土交通省組織令(政令）

一般業務業務継続計画

補完

業務継続の考
え方の整合

①継続すべき業務

・業務影響分析

・一般業務の内、継続すべき優先業務

整合

②一般業務継続のための執行体制

③業務継続のための執務環境及び

資源の確保

整合

○各事務所の活動内容
整合 整合

補完

整合

 

図－1 業務継続計画の位置付け   

 

（４）管内事務所における業務継続計画の作成  

管内各事務所の長は、近畿地方整備局防災業務計画及び本計画との整合に十分留

意し、その所掌事務に関し業務継続計画（以下、「事務所等業務継続計画」という）

の作成に努めなければならない。本局の各部は、管内各事務所等の作成又は修正に

協力するものとし、また、事務所等業務継続計画の作成又は修正がなされた際には、

必要に応じて本計画を見直しするものとする。なお、管内各事務所は、事務所等業

務継続計画を作成又は修正したときは、速やかにこれを局防災課に報告しなければ

ならない。 

 

 

足羽川ダム工事事務所業務継続計画の位置付け足羽川ダム工事事務所業務継続計画の位置付け 
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２．業務継続の基本方針 

 事務所は、地方整備局組織規則に定められた所掌事務である足羽川ダムの建設工事及び

ダム建設に係る河川の管理を行い、足羽川ダム建設事業を早期に完了させ、足羽川、日野

川、九頭竜川の下流地域における洪水被害の軽減することを任務としている。 

 この任務を鑑み、大規模災害発生時には、以下の基本方針に基づき、業務継続性の確保

を図るものとする。 

 

① 被災地・被災者を対象とした応急対策活動に万全を尽くす。 

 足羽川ダム建設に係る河川管理区間において、地すべりや護岸等の河川管理施設に

被害等が発生した場合には、被災地・被災者の人命等に危険を及ぼす二次災害の発生

の防止に万全を尽くす。 

 

② 国民の生命安全、財産保全等の国民生活や民間の経済活動が中断する事態をできるだ

け避け、その早期回復に努める。 

 足羽川ダム建設事業の事業工程に影響が及ぶ業務は優先的に継続し、遅滞する事態

を避け、その早期回復に努める。 

 

③ 足羽川ダム工事事務所の職員（現地作業員を含む）の安全を確保する。 

 大規模災害発生直後の安否確認及び災害対策会議の開催を実施し、被災状況等の情

報共有を図り、組織として職員等の安全確保のための措置を講ずる。 

 

④ 足羽川ダム工事事務所の業務継続性の確保のため、必要な人員体制を整備し、業務資

源を配分する。 

    単身赴任者等が県内不在となる休日の大規模災害発生も想定し、週末及び長期休

暇等の前には必要な人員体制を確保するための措置を事前に講ずる。 

 

 なお、本計画は、５章構成とする。 

第１章 ：業務継続の基本方針 

第２章 ：想定被害と業務継続への影響 

第３章 ：発災時の行動 

第４章 ：業務継続のための日頃の備え 

第５章 ：ＰＤＣＡサイクルの確立（訓練及び計画の見直し等） 

 

３．業務継続マネジメントの推進体制 

本計画に関する重要事項の審議については、事務所において行うものとする。 
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第２章 想定被害と業務継続への影響 

 想定災害は、福井県防災会議で想定されている福井地震（昭和 23 年、内陸型、Ｍ７．１）

とし、その被害想定は福井県防災会議の想定（福井県震災対策計画 平成 28 年 3 月）を基

本として、詳細な前提条件を次項のように設定する。 

また、洪水に対しては、洪水初期段階から防災体制が確保可能であるが、本事務所が想

定 大規模による浸水想定区域(0.5m～3.0m 未満)に位置することから、対応を補完するも

のとする。 

 

（参考）福井地震による被害状況 

西暦(和暦) マグニチュード 主な被害 

1948 年 6 月 28 日 

（昭和 23 年） 
７．１ 

福井平野及びその付近で被害。 

死者３，７２８人、負傷者２１，７５０人、 

家屋全壊３５，３８２棟、同焼失３，８５１棟。 

出典：地震調査研究推進本部 

 

（参考）福井県周辺の主要活断層帯と海溝で起こる地震（抜粋） 

 

種 類 地  震 マグニチュード 
地震発生確率 

（30 年以内） 

内陸の 

活断層で 

発生する地震 

福井平野 

東縁断層帯 

主部 ７．６程度 ほぼ０％～０．０７％ 

西部 ７．１程度 不明 （過去：福井地震） 

濃尾断層帯 
温見断層 

（北西部） 
６．８程度 ほぼ０％ 

海溝型地震 南海トラフ 
南海トラフで 

発生する地震 
８～９クラス ７０％～８０％ 

算定基準日 2023 年 1 月 1日    出典：地震調査研究推進本部 

福井平野東縁断層帯西部の 
地震による予測震度分布 

足羽川ダム 
工事事務所 

足羽川ダム 
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■ 想定する地震に伴う被災規模（前提条件） 
 

項目 
想定される被害状況 

（福井県震災対策計画 平成 28 年 3月） 

職員・事務所庁舎の被災状況 

（業務継続計画の検証のための仮定） 

人的被害 

 

死者数 約 3,800 人（春・秋期） 

～約 4,300 人（冬期） 

（市内人口 約 26.6 万人） 

発生後３日間までの参集率 ７０％ 

（参集できない場合を考慮） 

建築物 木造家屋の大破 約 77,000 棟 

 （県内の約２０％） 

木造以外の大破 約 9,000 棟 

      （県内の約１１％） 

建築物の火災 約 11,000 棟（春・秋期）

～約 17,000 棟（冬期） 

設備等を含め、大きな被害なし 

 

電力 送電鉄塔の被害は少ないであろうが、丹

南地域以北の福井平野で地震動と液状化

により、多くの電柱が倒壊、折損も生じ、

変電所が被災することも考えられる。 

供給が復旧するまで、３日間 

上水 震度６以上となる地域で間の損壊が発生

し、特に液状化のみられる地域で管内露

の浮き上がりなどの被害が発生すること

が考えられる。 

供給が復旧するまで、約１週間 

（ただし、下水復旧まで不可） 

下水 地震動と液状化の激しい地域を中心に被

害が発生し、処理場、ポンプ場が被災す

ることも考えられる 

供給が復旧するまで、約１週間 

ガス 激しい地震動や液状化が発生し、ガス管

等などの被害が発生することが考えられ

る。 

事業者による供給が復旧するまで使用不

可。（約 1ヶ月） 

電話 電力施設と同様な地域で被害を受けると

考えられる。復旧は比較的スムーズであ

るが、発生直後は輻輳や混乱が生じるこ

とも考えられる。 

[一般回線]数時間～１日程度輻輳により 

つながりにくい。 

[携帯電話]１日程度輻輳により 

つながりにくい。 

パケット通信は可能 

鉄道 地震動と液状化の激しい地域を中心に、

盛り土等が被害を受け。橋梁に被害が発

生することも考えられる。 

区間運転の再開まで、半日～１日間程度 

代替による全区間運行まで、数日～数週

間 

道路 激しい地震動や液状化が発生し、福井市

平野低地部の道路で被害が発生し、九頭

竜川、日野川、足羽川にかかる橋梁が落

橋などにより使用不可能になることが考

えられる。 

事務所から管理区間までの 

道路被害なし 

 

河川 液状化の発生などにより福井平野の堤防

のかなりの箇所で沈下・亀裂の発生や若

干の浸水の可能性も考えられる。 

事務所から管理区間までの 

浸水被害なし 
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（参考）福井豪雨による被害状況 

西暦(和暦) 
総降雨量(mm) 

：美山観測所 
主な被害 

2004 年 7 月 18 日 

（平成 16 年） 
２８５ 

死者４名、行方不明者１名 

浸水等被害家屋 約１４，０００戸 

浸水面積 約２６０ｈa 

 

(参考)過去の洪水実績 H16.7 福井豪雨  

足羽川ダム 

決壊地点（福井市春日） H16.7.18 

足羽川ダム工事事務所 
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福井市 洪水・土砂災害ハザードマップ 

 
足羽川 洪水浸水想定区域図(想定 大規模) 

 

足羽川ダム工事事務所 

足羽川ダム工事事務所 

福井市 HP より 

浸水深 0.5m～3.0m 未満 

足羽川ダム工事事務所 

福井県 HP より 
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■ 標準的な参集可能職員数（参集率 70%考慮）     詳細は、p29 参照 

 ＜参集予測結果＞           全職員数 31 人 （令和 5 年 4月） 

予測人数（人） 直後 3h 6h 12h 1 日 3 日 7 日 

事務所参集・平日 18 19 21 21 21 21 31 

事務所参集・休日   14 15  16 16 16 16 31 

 

 

第３章 発災時の行動 

 

本章に示す発災時の行動は、「防災業務計画」（近畿地方整備局 令和 4 年 10 月）に定め

られている地震災害応急・復旧対策（地震発生後）（第２編第３章）で定められている業務

について、本計画の「第４章 業務継続のための日頃の備え」で抽出した継続すべき優先

業務である。 

 

１． 安否確認等 

近畿地整管内で震度６弱以上の地震発生直後は、安否確認等システムにより、迅

速に全職員の安否確認及び参集把握を行うものとする。 

 

□ 全職員は、自動配信されたメールに従い、①本人及び家族の安否・家屋の状況、

②参集の可否（不可の場合は理由）、③参集予定時刻を送信する。 

なお、②③は、コメント欄に記載し送信するものとする。 

□ 配信がない場合は、所属長にメールにて上記の情報を報告するものとする。 

□ 総務課長又は庶務会計班は、職員の安否に関わる情報の集約を行い、災対室へ

報告する。 

 

 

安否確認等システム (https://www.anpiguard.jp/kinkichisei/anpiweb/login/Login.aspx)  

  個人 ID  （職員番号：86 から始まる 8 桁の数字） 

  パスワード （初期：ID と同じ） 

 

 

 

  

5－7－2－13



9 
 

２． 参集 

事務所の管内の地震観測所が震度６弱以上の場合、職員３１人及び車両管理員は、

参集要員として、徒歩又は自転車（安全が確認される場合のみ自動車利用を可能）

により、速やかに事務所に参集するものとする。 

また、（２５分ルール）事務所長は、震度５弱以上の地震発生後２５分以内に、大

規模災害時の初動情報として、公共被害の状況（火災発生、建物被害、停電、けが

人などの有無、ライフラインの機能状況、鉄道等の脱線等の有無等）を本局へ伝達

するものとする。 

   

  【自動参集ルール】 

事務所管内における震度４以上（注意体制相当以上）の地震発生後の各要員の初

動（自動参集等）は、次表のとおりとする。 

 

表 地震時の自動参集要員の指定等 

  
なお、注意体制・警戒体制における自動参集該当者は、速やかに登頂できない場合、所属長にそ

の旨を報告し、所属長が代替要員に登庁を指示するものとする。 

 

以上の参集内容について、勤務時間外又は勤務時間内に大規模地震発災した場合

（震度６以上）の「参集要員」と「非参集要員」の詳細な行動は、次のとおりとする。 

 

班  別 
注意体制 

（震度４） 

警戒体制 

（震度５弱・５強） 

非常体制 

（震度６弱） 

対 策 部 
－ 

 

１名 

事務所長 

全員 

（５名） 

総
務
班 

庶務会計係 １名 

用地課長 

 

２名 

用地課長 

総務係長 

 

全員 

（９名） 

 

 救助補償係 

対
策
班 

対 策 係 ２名 

建設専門官（機械） 

調査係長 

 

３名 

建設専門官（機械） 

調査係長 

工務係長 

 

全員 

（13 名） 

 

 工 務 係 

現
地
対
策
班 

現地対策係 ４名 ４名 

 

７名 

（建設監督官及び上記

の内数より） 

 

25 分ルール 

（公共被害の状況） 
－ 事務所長 事務所長 
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（１）勤務時間外に発災 

 ［参集要員］（職員） 

□ 参集要員は、「福井市豊島、福井市美山、池田町稲荷で震度６弱」以上の情報

を覚知し次第、家族を含めた安否情報を送信した上で、指示を待つことなく、

速やかに足羽川ダム工事事務所に参集する。 

□ 発災後すぐに安否報告ができなかった場合でも、参集途上において随時報告に

努めるものとする。なお、参集時には、可能な限り飲食物、着替え等を持参す

るとともに、参集途上の安全確保に留意しつつ、被災状況を確認し、必要な事

項を速やかに参集要員間で情報共有するものとする。 

□ 単身赴任者等の遠方滞在時においては、足羽川ダム工事事務所に参集すること

が不可能であると判断した場合※は、本局河川部に参集する。 

参集後は、本局にて情報収集等を行い、本局 TEC-FORCE 等の車両に同乗するな

どして、足羽川ダム工事事務所に移動する。 

※ 福井県下の JR北陸本線が長期間に及ぶ不通（代替運行の目途なし）の場合 

□ 自身の被災等の理由（以下の例を参照）により、参集要員が参集できない場合

は、速やかに所属長に状況を連絡するものとし、所属長は災対本部にその旨を

連絡するものとする。 

 

参集できない場合(例) 

1. 職員または家族等が被災を受け、治療または入院の必要があるとき。 

2. 病気休暇、特別休暇、介護休暇、育児休暇に該当し、参集することが困難なとき。 

3. 職員の居住または職員に深く関係する人が被災した場合で、職員が当該住居の復旧作業や生活に必要

な物資調達等に従事し、また一時的に避難しているとき。 

4. 参集途上において、救命活動に参加する必要が生じたとき。 

5. 徒歩により参集せざるを得ない場合で、その距離が概ね２０km 以上のとき。 

 

■参集にあたっての事前準備 

□参集できない場合の参集職員との連絡手段として、携帯電話メールや災害時伝言ダイ

ヤルなど多様な通信手段を準備するものとする。 

□所属長が被災し、連絡がとれない場合を勘案し、二次連絡先を設定しておくものとす

る。 

［非参集要員］（非常勤職員及び行政事務補助員等） 

□ 非参集要員は、家族を含めた安否情報を送信した上で、公共交通機関が復旧す

るまでの間、連絡が取れるよう留意して自宅等で待機する。 

□ なお、待機の間、自宅周辺での救出・救助活動、避難者支援に携わるなど、地

域貢献、地元自治体への協力に積極的に取り組む。 

□ 公共交通機関の復旧後、自身の被災等がなく出勤が可能な場合は、勤務時間ど

おりに出勤する。 
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（２）勤務時間内に発災 

［全職員］ 

□ 全職員は、可能な限り家族の安否を確認する。 

□ どうしても家族の安否確認ができず、かつ公共交通機関の状況によらず、帰宅

できる場合については、上司の許可を得て帰宅して家族の安否を確認する。 

 ［参集要員］（職員） 

□ 在所している参集要員は、本章に定める発災時の行動を遂行する。 

□ 出張等で在所していない参集職員は、「（１）勤務時間外に発災」に準じて参集

する。 

 ［非参集要員］（非常勤職員及び行政事務補助員等） 

□ 非参集要員は、公共交通機関についての情報が明らかになるまでの間は、むや

みに移動せずに、事務所内で待機する。 

□ 非参集要員は、電源等のリソース面で問題のない範囲で、安否が確認されてい

ない職員の家族の安否確認や所内の復旧業務を含めたロジ業務※、地震応急対

策業務及び一般継続重要業務の支援、事務所周辺地域の救出、救助活動、避難

者支援に従事する。 

 

※ ロジ業務：室内の片付け、コピー機、プリンタ等の機器のチェック及

び不具合の対応、飲食物、簡易トイレ等の調達、休憩スペ

ースの確保、来訪者・帰宅困難者の対応等、本来業務を遂

行するための後方支援業務 

 

 

 

 

【課題】 

○ 車両管理者は、業務発注時に「大規模災害時に連絡が取れない場合であっても参集

し、業務を継続する工夫」の提案に基づき履行されるが、大規模災害が具体的に震

度等で記載されているか、また対策部の運営において的確かの確認が必要である。 

（H25車両管理業務：震度５強以上） 
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３． 大規模災害応急対策業務 

大規模災害の発生時には、事務所のダム建設及びダム建設に係る河川管理における

二次災害の防止を目的とし、（１）庁舎等の緊急点検・通信の確保、（２）対策部の設

置・情報共有体制の確立、（３）二次災害の防止活動等の応急対策を行う。 

なお、浸水に対応するため、積み土のう等の対応が可能なように資材備蓄を行う。 

浸水の恐れがある場合に備え、維持工事業者等との連絡体制を整備しておく。 

 

（１） 庁舎等の緊急点検・通信の確保 

※【参照】事務所の「河川関係地震災害対策部地震マネジメント計画書（案）」事務

所庁舎緊急点検マニュアル（１次点検）P43 

 ［庁舎等の緊急点検］ 

□  庁舎緊急点検（１次点検）の実施  

参集者３名以上により、「足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マニュアル（１

次点検）（案）」に基づき、火災、ガス漏れの有無等を確認する。庁舎外部・庁

舎内部の点検を実施する。 

□ 各執務室への立ち入り可否の表示 

参集者は、各執務室の被害状況の確認と使用の可否を判断し、庁舎内の二次

災害防止のため各執務室等への立ち入りの可否がわかるような表示を行う。 

□ 排水禁止の表示 

参集者は、排水管からの漏水による庁舎内の二次災害防止のため、便所及び

給湯室等の使用の禁止がわかるような表示を行う。 

□ 初期消火の実施 

 参集者は、職員の安全を 優先とした上で、消火器による初期消火等を行う。 

□ 詳細な庁舎点検の依頼 

総務課長は、1 次点検の結果を賃貸ビルオーナーに報告し、詳細な庁舎点検

を依頼する。 

 

［通信の確保］ 

□ 通信の確認及び報告 

 参集者は、１次点検の庁舎内部点検後、電話回線、マイクロ回線、及び光フ

ァイバ網（イントラ）の通信状況について、以下の確認及び処置を行う。 

 また、福井河川国道事務所防災情報係長（M781-286）に電話若しくはメール

等通信可能な方法にて報告する。 

□ 電話回線の確認 

 参集者は、「NTT 災害時優先電話」（0776-27-0649）の使用可能を確認し、障

害があれば、NTT に復旧を依頼する。 
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□ マイクロ回線の確認 

 参集者は、マイクロ回線の使用可能を確認し、障害があれば、福井河川国道

事務所の無線鉄塔及び通信機械室等の被災状況について、福井河川国道事務所

防災情報係長に確認を行う。上記に異常がない場合は、NTT 専用回線の被災状

況の確認を行う。 

□ 光ファイバ網（イントラ）の確認 

 参集者は、１次点検の庁舎外部点検において、福井国道維持出張所までの電

柱架空線の状況の確認を行う。庁舎内部点検後は、メール及びイントラネット

の使用可能を確認し、障害があれば、事務所２階の電算室の被災状況の確認を

行う。なお、商用電力供給が停止している場合は、３階の河川情報室とともに、

２台のインバーター発電機を用いて復旧を行う。 

 

以上の庁舎及び通信の点検により、地震応急対策業務に支障が生じると判断された

場合の対策部の設置場所は、次の優先順位のとおりとする。 

 

① 福井河川国道事務所 福井国道維持出張所 （約 0.3km 徒歩５分） 

② 福井河川国道事務所      （約 5km  車１５分） 

③ 九頭竜川ダム統合管理事務所  （約 27km 車４５分） 

 

また、洪水時に大規模災害応急対策業務に支障が生じると判断された場合の対策部

の設置場所は以下のように設定する。 

 

① 福井河川国道事務所 福井国道維持出張所 （約 0.3km 徒歩５分） 

 洪水被害想定状況（想定 大規模）   0.5m～3.0m 未満 

② 福井河川国道事務所      （約 5km  車１５分） 

洪水被害想定状況（想定 大規模）   0.5m～3.0m 未満 

③ 九頭竜川ダム統合管理事務所  （約 27km 車４５分） 

洪水被害想定状況（想定 大規模）   浸水なし 
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□代替庁舎 

（1）代替拠点への移動方法及び周知 

●緊急車両を活用する等、迅速な移動に努める。 

●災害対策部の移転について決定次第速やかに防災情報メーリングリスト、携帯電

話メール、非常参集システムを用いて、参集要員へ周知するとともに非常時緊急

参集要員へ周知する。 

●メールシステム等が使用できない場合、事務所長、副所長、事業対策官へは、直

接電話することにより災害対策部の移転について連絡する。その他の非常時緊急

参集要員については、電話による連絡網を用いて情報伝達を行う。 

●緊急車両が不足する場合は、総務課が近隣事務所の協力を得て車両を手配する。 

 

□代替庁舎への移転（移転・復帰）  

（1) 災害対策部の移転判断 

●災害対策部設置可否の決定は、参集者のうち課長級以上で 上位者が行う。 

●事務所庁舎緊急点検マニュアル（１次点検）により進入不可と判断した場合には、

事務所において災害対策部を設置することは不可能と判断し、速やかに代替拠点

への移動を開始する。 

 

（2) 災害対策本部の復帰 

●災害対策部の復帰は、事務所において災害対策部が設置可能と判断されたときとし、

速やかに事務所へ移動を開始する。 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ マイクロ回線及び光ファイバ網は、福井河川国道事務所を経由しているため、直接

の被災状況を確認できないため、被災時の連絡ルールを決める必要がある。 

○ 電力供給の停止の場合に使用するインバーター発電機の携帯燃料は、備蓄量の制限

（火災予防条例により４０リットル以下）があるため、発災時に供給手配が困難な

場合の措置（使用時間の制限、代替拠点への移転等）を定める必要がある。 

○ 代替拠点での対策部設置については、代替拠点における食料、資機材及び備蓄空間

の確保は困難であり、事務所の機能の集約化やポーダブル化を検討する必要がある。 
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（２） 対策部の設置（情報共有体制の確立） 

足羽川ダム工事事務所河川関係地震災害対策部運営計画書に基づき、対策部の

設置を行う。 

 

□ 河川情報室のパソコンやテレビ・ラジオの機器の立ち上げを行う。 

□ 防災体制作成システム（イントラ）により体制を入力する。 

□ ホワイトボードの配置を確認し、職員の参集状況等の記入を開始する。 

□ クロノロのとりまとめを開始する。 

□ テレビ及びラジオ等からの一般情報の収集等を開始する。 

□ 重要な情報は、ホワイトボードや壁に記載・張り出しを行う。 

□ 管内図を用いて、道路の通行の可否情報や被災情報等を記載した災害情報図の

作成を開始する。 

□ テレビ会議システムの立ち上げを行う。 

 

 

 

 

【課題】 

○ 災対部の設置において、パソコン、テレビ会議等の機器の立ち上げ、クロノロの作

成等による情報収集、情報発信のための連絡先一覧等について、任意の参集者で実

施することが困難であり、マニュアル等の整備が必要である。 
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（３） 二次災害の防止活動 

平常時には被害をもたらさない規模の余震や降雨であっても、緩んだ地盤の崩

壊や損傷した構造物・施設等の倒壊等を引き起こす可能性があるため、人命等に

危険を及ぼす二次災害の発生を防止するための活動を行うものとする。 

 

□ 地すべりや護岸等の河川管理施設に被害が発生し、河道が閉塞され流水の阻害

要因となる場合は、緊急復旧を行う。復旧は以下を目標とする。 

・目標：出水期 ３日以内、非出水期 ５日以内 

□ 水質事故等が確認された場合は、水質汚濁防止協議会と協力し、その発生状況

を迅速に把握し、必要に応じ、応急対策を講じる。 

【水質汚濁防止協議会】 0776-35-2771 M781-331・338 

（協議会事務局：福井河川国道事務所河川管理第一課） 

□ 緊急復旧、緊急対策を実施するために、以下の事務及び関係機関との調整、情

報共有を実施する。 

 
・池田町等の関係機関と、直轄管理施設の被災状況、新たな災害発生の危険性、

復旧計画等に関する連絡調整を行い、情報共有を図る。 
・ヘリコプター「きんき号」及び衛星通信車等の災害対策機械の出動要請を行い、

オペレーターとの連絡調整を行う。 
・災害時における河川災害復旧に関する協定に基づき、福井県建設業連合会及び

福井県測量設計協会に出動要請を行い、緊急随契等の諸手続を行う。 
 

□ 二次災害の防止活動に関する報道発表及び情報提供できる体制を整え、広報を

行う。 

 

以上の内容について、「情報共有体制の確立・対策会議の開催」、「現地対策班の

出動・被災情報の収集」「他地整」「二次災害の防止活動に関する広報」の詳細な

業務は、次のとおりとする。 

 

［情報共有体制の確立・対策会議の開催］ 

地震発生後の行動を含め、対策部の設置後の情報共有体制の確立及び対策会議

の開催等の対象業務は、「表－１ 対策部の設置と情報共有体制の確立」のとおり

とする。 

 

［現地対策班の出動・被災情報の収集］ 

二次災害の防止に係る現地対策班の出動及び被災情報の収集等の対象業務は、

「表－２ 二次災害の防止活動一覧」のとおりとする。 
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表－１ 対策部の設置と情報共有体制の確立 

 
 
 

□ 全職員（課長以外）は、安否確認ルールに基づき安否情報の携帯メール入力を行い、所属す

る課の課長に送信する。各課長は、自らの安否情報とともに、とりまとめを行い、総務課長

に送信する。 

□ 総務課長は、職員の安否に関わる情報を集約し、事務所長へ報告する。 

 

 

 

□ 事務所庁舎への入所の可否を、「足羽川ダム工事事務所庁舎緊急点検マニュアル（１次点検）

（案）」に基づき実施する。（３名以上で行う。） 

□ 入所不可の場合は、代替拠点への移転及び移動方法を周知する。 

□ 入所可能な場合は、一般回線及びイントラ等の通信機能の確認を行う。 

□ 河川情報室のパソコンやテレビ会議等の機器の立ち上げを行い、対策部を設置する。 

 

 

 

 

□ クロノロのとりまとめを開始する。 

□ 河川情報室に参集し、テレビ及びラジオ等からの一般情報の収集等を開始する。 

□ 重要な情報は、ホワイトボードや壁に記載・張り出しを行うとともに、管内図を用いて、道

路の通行の可否情報や被災情報等を記載した災害情報図の作成を開始する。 

□ 現地対策班の出動のため、携帯品・非常食及び車両等の準備を開始する。 

 

 

 

□ 現地対策班の出動前に、対策会議を開催し、一般情報の共有を行う。 

□ 対策会議において、現地対策班の目的、移動経路を決定し、現地対策班は出動する。 

□ 職員の参集状況、安否に関わる情報を確認し、対策本部に報告する。 

□ 他の関係機関の被災状況の確認を開始する。 

 

 

 

□ 地震発生後６時間以内に、第２回対策会議を開催する。 

□ 河川管理施設等及び工事現場等の被災規模、二次災害の防止活動の確認及び他の関係機関の

被災状況の情報の共有を行う。 

□ 必要に応じ、福井県測量設計協会に要請を行う。 

□ 必要に応じ、ヘリコプター「きんき号」及び衛星通信車の出動の要請を行う。 

□ 必要に応じ、本局への応援要請、防災エキスパートに要請を行う。 

□ 必要に応じ、被害拡大の防止状況について広報を行う。 

 

 

 

□ 地震発生後１２時間以内に、第３回対策会議を開催する。 

□ 応急復旧工法の確認を行い、必要な労務、資機材の準備を開始する。 

□ 必要に応じ、福井県建設業連合会に要請を行う。 

□ 第３回対策会議までに収集整理された災害情報をとりまとめ、広報を行う。 

 

 

 

□ 以後、応急復旧の進捗に合わせて、対策会議を開催し、情報の共有及び広報を行う。 

安否確認・報告 【直後～３０分】 

対策部（河川情報室）の設置（立ち上げ） 【１時間以内】 

対策会議の開催（第１回）、現地対策班の出動 【２時間以内】 

対策会議の開催（第２回） 【６時間以内】 

対策会議の開催（第３回） 【１２時間以内】 

対策会議の開催（第４回以降） 【適宜】 

情報共有体制の確立、現地対策班の出動準備 【１時間３０分以内】 

5－7－2－22



18 
 

表－２ 二次災害の防止活動一覧 

 
 
 

 □ 対策部長は、現地対策班の設置及び氏名を行う。 

 □ 現地対策班 班長は、河川情報室にて、一般情報より経路等の検討を行う。 

 □ 現地対策班は、出動のため、携帯品・非常食及び車両等の準備を開始する。 

 

 

 

□ 現地対策班の出動前に、対策会議を開催し、一般情報の共有を行う。 

□ 対策会議において、現地対策班の目的、移動経路を決定する。 

 

 

 

 

□ 現地までの経路沿道の被災情報を適宜、対策部（河川情報室）に報告を行う。 

□ 池田町松ヶ谷（足羽川部子川合流点）に到着したら、河岸より河川の水質状況の目視を行い、

事務所に報告する。油の流出等が確認された場合は、オイルフェンスの設置を行う。 

□ 部子川他河川の巡視を行い、河道への土砂崩れ、護岸や河岸の崩れ、落橋等の有無を車上に

より確認を行う。また、沿道の民家の倒壊の有無を車上により確認を行う。 

□ １次点検の状況は、適宜、事務所に報告を行う。 

□ 監督官詰所（電気・通信・水道等）及び倉庫の被災状況の確認を行う。 

□ 被災状況に応じ、対策部に第２班の編成・出動の要請を行う。 

 

 

 

□ 河川管理施設等の詳細な点検・被災情報の収集を行う。 

□ 対策部より池田町内の一般情報や水文観測の状況を確認し、必要に応じ、現地確認を行う。 

□ 必要に応じ、監督官詰所に、前線基地の設置を行う。 

□ 応急復旧工法の検討に必要となる測量を行う。また、資機材の搬入ルート、仮置き場の位置

の検討に必要となる情報を対策部工務係に報告を行う。 

□ 施工中の工事現場等の被災状況の確認を行う。 

□ 必要に応じ、現地の一般避難所の状況の確認を行い、事務所に物資の調達・補給を要請する。 

 

 

 

□ 応急復旧の工事業者と、資機材の調達までの現地調整を行う。 

□ 必要に応じ、池田町等へ被災状況、二次災害の防止状況等の説明を行う。 

□ 準備が整い次第、事務所に報告し、応急復旧工事を開始する。 

 

 

 

 □ 応急復旧工事の進捗状況を確認する。また必要に応じ、現地立会を行う。 

 □ 現地対策班の作業内容及び作業時間は、日々整理し、対策部に報告する。 

 

 

 

 

□ 応急復旧の完了（発生後 7 日）まで、適宜、対策班工務係に復旧状況の報告を行う。 

  

情報収集体制の確立、現地対策班の出動準備 【１時間３０分以内】 

現地対策班の出動 【２時間以内】 

被災情報の収集（１次巡視） 【３時間以内】 

被災情報及び復旧情報の収集 【１日以内】 

被災情報及び復旧情報の収集 【３日以内】 

被災情報の収集（2 次巡視） 【６時間以内】 

被災情報の収集 【１２時間以内】 
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［二次災害の防止活動に関する広報］ 

□ 対策班は、発災後３時間を目途に報道発表及び情報提供できる体制を整備する。 

□ 災害対応の広報の一手段として、災害対策状況等をホームページに掲載する。

特に、トップページに災害情報のコーナーを割り当てるなど、逐次情報をホー

ムページに掲載及び更新する。 

□ 事務所周辺の被災状況に応じて、現地対策班対策係を増員し、広報担当として

現地に赴き、災害対応の活動をビデオやカメラ等で撮影し、記録したデータを

対策班に報告する。 

 

広報すべき情報は、以下のとおりとする。なお、職員の安全を 優先とする。 

・事務所内での災害対応  

・被害拡大の防止活動   

・TEC-FORCE 及びリエゾン活動  

・復旧作業    
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４． 一般継続重要業務 

事務所は、国民により安全で安心な社会を提供するために足羽川ダム建設事業を早

期に完成させることが任務・役割である。適切な措置や行政サービスを継続し、順次

回復させ、より安全・安心な社会を提供する体制を構築する。 

 

大規模災害発生後において継続すべき対象業務は、「表－３ 各課における一般継

続優先業務の実施一覧（事務系）」及び「表－４  〃 （技術系）」のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 履行中の工事・測量・地質調査・用地調査等の位置や進捗状況は、担当者の個別管

理であるため、共有フォルダ等を活用した情報の共有化を行う必要がある。 
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表－３ 各課における一般継続重要業務の実施一覧（事務系） 
 

総務課（総務係） 総務課（専門官、建設専門官） 用地課 

 

 

□ 一般受付を再開し、来訪者

の制限を行う。 

□ 配車業務を再開し、台数の

確保を行う。 

□ 庁舎の詳細点検を賃貸ビ

ルオーナーに依頼する。 

□ 官舎の詳細点検を財務省

に依頼する。 

□ 本局及び福井県内の他事

務所の庁舎被災状況等の

確認を行う。 

 

 

 

 

□ 発注手続き中の工事、業務

の手続き停止等の必要な

措置を講ずる。 

 

 

 

□ 職員の勤務時間管理に係

る事務を再開する。 

 

 

 

 

 

□ 事業区域の被災状況に応

じ、履行中の工事・測量・

地質調査・用地調査等の

中止等の必要な措置を講

ずる。 

 

 

 

 

□ 通常の一般受付を再開す

る。 

□ 職員の公務災害等の健康

に関する事務を再開する。 

□ 庁舎・官舎の詳細点検の結

果より必要な措置を講じ

る。 

 

 

□ 中止中の工事・測量・地質

調査・用地調査等の再開等

の協議、変更契約を行う。 

□ 予算管理、支払い事務（特

に生活再建に必要な補償

金）を再開する。 

 

 

□ 交渉中の用地交渉等に係る

事務を再開する。 

 

 

 

□ 給与・賃金に係る事務を再

開する。 

 

 

 

 

 

 

 

□ 入札契約委員会を再開す

る。 

□ 発注手続き中の工事、業務

の入札契約手続きを再開

する。 

 

 

 

 

□ 新たな用地交渉等に係る事

務を進める。 

□ 用地調査、補償積算を再開

する。 

 

 

□ 通常の庁舎官舎の管理を

行う。 

□ その他の文書管理、服務・

研修・年金・共済関係等に

係る事務を通常どおり進

める。 

 

□ 新規の工事、業務の手続き

を行う。 

□ その他の物品関係等に係

る事務を通常どおり進め

る。 

 

□ 新規の業務の発注準備、設

計積算を行う。 

□ その他の不当要求対策等に

係る事務を通常どおり進め

る。 

  

地震発生後～１日 非常体制発令 

地震発生後 １日～３日 非常体制（二次災害防止の応急復旧完了） 

地震発生後 ３日～７日 警戒体制に移行 

地震発生後 ７日～１５日 注意体制に移行 

地震発生後 １５日～３０日  
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表－４ 各課における一般継続重要業務の実施一覧（技術系） 
 

工務課 工事課 調査設計課 

 

 

□ 履行中の工事・測量・地質

調査等の中止等の必要な

措置を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

□ 履行中の工事・測量・地質

調査等の中止等の必要な

措置を講ずる。 

 

 

□ 履行中の測量・地質調査等

の中止等の必要な措置を

講ずる。 

□ 水文観測局舎及び雨量・水

位監視システムの運用の

確認を行う。 

 

□ 事業区域及び予定区域の

被災状況の確認を行う。 

□ 関係機関の被災状況、担当

者の安否の確認を行う。 

 

 

 

 

 

□ 事業区域及び予定区域の

被災状況の確認を行う。 

□ 関係機関の被災状況、担当

者の安否の確認を行う。 

 

 

 

 

□ 予算要求・編成の調整、全

体事業工程の管理を行う 

□ 水文観測の復旧、監視シス

テムの再開を行う。 

□ 関係機関の被災状況、担当

者の安否の確認を行う。 

 

 

 

□ 被災に応じ、工事・業務発

注等の工程管理を行う。 

□ 中止した工事・測量・地質

調査等の再開等の協議を

行う。 

□ 再開後の設計協議・現地監

督を行う。 

□ 県道町道協定関係等に係

る協議調整を再開する。 

 

 

□ 被災に応じ、工事・業務発

注等の工程管理を行う。 

□ 中止した工事・測量・地質

調査等の再開等の協議を

行う。 

□ 再開後の設計協議・現地監

督を行う。 

□ ダム地質に係る協議調整

を再開する。 

 

 

□ 予算執行管理の再開を行

う。 

□ 中止した測量・地質調査等

の再開等の協議を行う。 

 

□ 再開後の設計協議・現地監

督を行う。 

□ 関係機関との事業調整を

再開する。 

 

 

 

□ 発注手続き中の技術提案

書の審査、設計積算を再開

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ 発注手続き中の技術提案

書の審査、設計積算を再開

する。 

 

 

 

□ 発注手続き中の技術提案

書の審査、設計積算を再開

する。 

□ 検査・品質確保に係る業務

の再開を行う。 

□ 事業広報の再開を行う。 

□ 河川管理（巡視・占用）を

再開する。 

 

 

 

□ 新規の工事、業務等の発注

準備、設計積算を行う。 

□ その他の予備設計、詳細設

計等を通常どおり進める。 

□ 通常の庁舎営繕を行う。 

□ 新規の工事、業務等の発注

準備、設計積算を行う。 

□ その他の予備設計、詳細設

計等を通常どおり進める。 

 

□ 新規の業務等の発注準備、

設計積算を行う。 

□ その他の予備設計、詳細設

計等を通常どおり進める。 

□ その他のダム環境、防災業

務を通常どおり進める。 

 

地震発生後～１日 非常体制発令 

地震発生後 １日～３日 非常体制（二次災害防止の応急復旧完了） 

地震発生後 ３日～７日 警戒体制に移行 

地震発生後 ７日～１５日 注意体制に移行 

地震発生後 １５日～３０日  
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５．業務継続計画の発動、復帰基準 

国土交通省は、「国土の総合的かつ体系的な利用、開発及び保全、そのための社会資

本の整合的な整備、交通政策の推進を図ること」を任務としている。（国土交通省設置

法第 3 条） 

事務所は、この任務を鑑み以下の発動基準に該当する場合には、その諸機能を継続す

るため、下記の方針にもとづいて、業務継続性の確保を図るものとする。 

① 被災地・被災者を対象とした応急対策活動に万全を尽くす。 

② 国民の生命安全、財産保全等の国民生活や民間の経済活動が中断する事態を

できるだけ避け、その早期回復に努める。 

③ 事務所の職員（庁舎内の来客者を含む）の安全を確保する。 

④ 事務所の業務継続性の確保のため、必要な人員体制を整備し、業務資源を配

分する。 

 

〈発動基準〉 

・管内で震度６弱以上の地震が発生した場合 

・気象庁が管内の地域で津波警報（大津波）を発表した場合 

・災害対策部長が必要と判断した場合 

※本計画は、福井県防災会議で想定されている福井地震を想定したものであるが、地震発災時においては

特定の地震を対象に行動を行うのではなく、多様な地震災害に柔軟に対応する必要があるため一般的な

発動基準を定めたものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈復帰基準〉 

・本計画発動後、災害対策部は、非常体制から通常業務体制への復帰が相当であると判断

したときは、各部に対してその旨の指示を行うものとする。各部は、通常体制の復帰指示

を受けたときは、非常参集要員に対してその旨の連絡を行う等、通常体制への復帰を行う。 
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第４章 業務継続のための日頃の備え 

１． 非常時優先業務及び管理事務の抽出 

事務所が継続すべき「大規模災害応急対策業務」と「一般継続重要業務」について、

想定災害の発生後、業務停止による社会への影響度を評価する業務影響分析を行い、

継続すべき優先業務の抽出を行う。これにより、業務の継続性を確保するために、業

務継続の重要性を全職員の共通の認識とする。 

各課の抽出・分析結果は、「表－５ 各課における業務影響分析の結果」のとおり

である。 

具体的な業務影響分析としては、業務が停止した場合に、国民、社会経済活動に、

どのように影響を与えるかを地震の発生からの経過時間（直後（2時間） ,3,12,24時

間,3日,7日,15日,30日）ごとに、以下のレベルⅠ～Ⅴで評価を行うものとし、15日以

内にレベルⅢ以上の影響となる業務を継続すべき優先業務とした。 

また、非常時優先業務を実施する上で必要となる組織管理・庁舎管理、職員の安否

確認、通信手段の確保、支払事務・契約事務等の管理事務について定める。 

非常時優先業務及び管理事務については、参集予測による参集可能人員等を踏まえ

精査を行う。 

 

 

 

【課題】 

○業務影響分析の結果、技術系の各課において基本方針に基づき実施すべき一般継続重要

業務の実施が発生後3日以降15日まで人員的に不足するため、平常時の業務の共有化、災

害時の他事務所からの受援や行政事務補助員の動員を検討する必要がある。 

 

 

レベル 影響の重大性 

 影響が極めて大きい 
人命に関わること、深刻な安全・治安の問題、大多数の被

災者困窮等の甚大な社会的影響が発生するレベル 

 影響が大きい 
法令違反、重大な法定手続の遅延等の相当の社会的影響が

起こることが予想されるレベル 

 

影響は中度 

国民生活上の不便、法定手続の遅延、契約履行の遅延など

の社会的影響が発生するレベル 

 
応急対策業務の対応により人員が不足するが、足羽川ダム

建設事業の事業工程において、Ⅲと同等の影響が発生する

レベル 

 影響は小さい 
若干の社会的影響があるレベル（復旧準備を始める必要が

生じるレベル） 

 影響は軽微 
復旧しなくても目立った支障や不便はなく、社会的影響は

わずかなレベル 

Ⅴ 

Ⅳ 

Ⅲ 

Ⅱ 

Ⅱ 

Ⅰ 
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２．関係機関との連携体制の確立 

各部においては、関係機関との必要な連携体制が確立するよう、非常時優先業務及び管

理事務の関係機関を整理し、関係機関との連携内容や非常時の連絡体制等を確認・整理し

ておくとともに関係機関に対して自身の連絡先・連絡手段等を共有しておく。 

 

３．執行体制 

（１） 参集要員の指定等 

足羽川ダム工事事務所の全職員３１人を、参集要員（大規模災害非常参集要員）

として指定する。（大規模災害時一般参集要員は指名しない。） 

各要員の地震時初動の習熟のため、業務継続計画及び地震マネジメント計画書

の所内周知を行い、また、年１回（9 月 1 日を目途）訓練を実施し、災害発生時

の迅速化を図る。 

なお現場技術員については、地震災害等による体制が発令され、協議の結果、

調査職員から管理技術者を通じて指示された場合には、河川関係災害対策部運営

計画に定める業務を行うものとする。 

 

■参集先での業務内容 

①地震時初動対応要員・・・防災初動期から参集先の防災対応業務を実施。 

②地震時非常参集要員・・・参集先の災害対応業務を実施。 

③地震時一般参集要員・・・参集先の災害対応業務を実施。 

 

■非常参集時の交通手段 

○公共交通機関が利用可能な場合･･･公共交通機関 

○公共交通機関が利用不可の場合･･･徒歩または自転車(移動距離 15 ㎞を目安)  

 

■ 参集要員過不足数       全職員数 31 人 （令和 5 年 4月） 

       （うち、休日の遠方滞在者は 8人） 

予測人数（人） 
直後 

2h 

3h 

まで 

6h 

まで 

12h 

まで 

1 日 

まで 

3 日 

まで 

7 日 

まで 

15 日 

まで 

30 日 

まで 

災害時必要人数（業務影響分析の結果） 

応 急 対 応 業 務 ※ 4 7 11 12 12 14 9 4 0 

一般継続重要業務 0 0 0 0 0 0 12 26 31 

合     計 4 7 11 12 12 14 21 30 31 
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予測人数（人） 
直後 

2h 

3h 

まで 

6h 

まで 

12h 

まで 

1 日 

まで 

3 日 

まで 

7 日 

まで 

15 日 

まで 

30 日 

まで 

災害時参集人数（居住地調査の結果） 

事務所参集・平日 27 28 31 31 31 31 31 31 31 

〃（参集率 70%） 18 19 21 21 21 21 31 31 31 

事務所参集・休日 20 22 23 23 23 23 31 31 31 

〃（参集率 70%） 14 15 16 16 16 16 31 31 31 

 

＜参集条件＞ 

・県外居住者は参集できない場合を考慮し、発生後３日間までの参集率 70% 

・徒歩又は自転車（所有の場合に限る）による参集 

（歩行は時速 4km、自転車走行は時速 8km） 

・県外の遠方滞在は、鉄道の全区間の運行（代替含む）再開の３日以降から参集 

 
 
 

参集要員過不足数（災害時参集人数（参集率 70%）－災害時必要人数）  

事務所参集・平日 14 12 10 9 9 7 10 1 0 

事務所参集・休日 10 8 5 4 4 2 10 1 0 

 

 

【課題】 

○ 単身赴任者等の遠方滞在者の全員が県外滞在時に大規模災害が発生した場合、発生

後から6時間までの初動において人員が不足するため、点検資機材の事前準備、対

策部設置のマニュアル化、及び休暇時の滞在先の確認や当番制の導入等を行い、日

頃からの備えを整える必要がある。 

 

（２） 権限委任 

大規模災害の発生時に迅速に対応し的確に業務を遂行するためには、組織内の

業務が円滑に進むように指揮命令系統が確立されることが重要である。責任者が

不在の場合も適切に意思決定がなされるように、予め対策部長等に係る権限委任

を行う。 

 

＜権限委任の考え方＞ 

・ 連絡が取れない場合は、意思決定に係る権限は、別途定められている場合を除き、以下の順

序で自動的に委任されるものとする。  

・ 事務所に参集できない状況にあっても、連絡が取れ指示を仰ぐことが可能な場合は、権限の

委任は行わない。なお、大規模災害の発生時に迅速に対応し的確に業務を遂行するために、
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業務継続に支障のないよう通信手段の確保し、連絡を密にするように留意する。 

 

■ 権限委任の順序 

災害対策部 体制 権限委任及び順序（○数字） 

対策部長 事務所長 ① 副所長（事務）⑤総務課長 

② 副所長（技術）⑥工務課長 

③ 事業対策官   ⑦工事課長 

④ 調査設計課長 ⑧用地課長 

 

対策副部長 

部付 

副所長（事務） ① 総務課長     [兼任]総務班長 

② 用地課長 

副所長（技術） 

事業対策官 

① 調査設計課長   [兼任]対策班長 

② 工務課長 

③ 工事課長 

総務班長 総務課長 ① 副所長（事務）  [兼任]対策副部長 

② 用地課長 

③ 建設専門官（契約） 

 

対策班長 調査設計課長 ① 副所長（技術）  [兼任]対策副部長 

② 工務課長 

③ 工事課長 

④ 建設専門官（機械） 

⑤ 建設専門官（電通） 

⑥ 建設監督官（道路） 

⑦ 建設監督官（ダム） 

⑧ 建設監督官（水海） 

⑨ 建設監督官（ダム・道路） 

 

（３）他地整・他事務所からの受援体制 

本局（他事務所）・他地整からの TEC-FORCE 等の緊急災害対策派遣隊の派遣が決

定した場合、本局応援対策本部と連絡を取りながら、以下の受援にあたってとる

べき措置及び組織を整備し、災害復旧の円滑な執行を図る。 

 

・ 活動スペースは、第３会議室(３階)、第一会議室（１階）又は監督官詰所とす

る。 

・ 事務所の受入れ担当者は、調査設計課長とし、受入れに必要な以下の準備を整

える。 

 

□ 活動スペースの責任者（TEC-FORCE 班長等）との連絡体制の確保 

□ 活動スペースにおけるパソコン、プリンター（LAN 環境）等の準備 

□ 派遣員の食料、飲料水の準備及び宿泊先等の案内 
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４．職場環境の整備 

地震災害時において職場環境に必要な庁舎、備蓄、電力、通信等の水準と現状は、

以下のとおりであり、その対策を行う。 

 

（１） 庁舎等 

［庁舎等］ 

事 務 所 

［庁 舎］鉄骨鉄筋コンクリート構造 5 階建て S48.10 

敷地面積 795m2、建築面積 540m2 

［車 庫］一般国道 8号高架下道路敷地内 

敷地面積 699m2 

監督官詰所 

［連絡室］軽量鉄骨ブレース構造 平屋建て H15.2 

敷地面積 1,006m2、建築面積 77m2 

［倉 庫］プレバブ平屋建て 

 同敷地内 2 棟（81m2、79m2） 

 
 
庁舎等の地震に対する備え 

項 目 必要とされる水準 現   状 

耐 震 性 
震度６弱～７の地震規模が想定
され、高い耐震性能が必要 

［庁 舎］ 
旧耐震基準の賃貸ビル。 
H31.3 時点で、耐震診断・耐震補
強は実施されていない。 
 
［車 庫］ 
国道 8 号高架は耐震済 

液状化対策 
５ｍ未満の軟弱層と想定※され、
液状化対策が必要 
（※福井市地震防災ハザードマップ） 

液状化対策は実施されていない 

 

浸水対策  浸水に対処するため、積土のう工の対応が可能な様に資材備蓄を行う。 

 

 

【課題】 

○ 庁舎の耐震性は必要な水準に達していない可能性があるため、庁舎オーナーへの耐

震診断及び耐震補強の依頼を行う。 

○ 震度５弱の地震発生時（警戒体制）に庁舎が危険な可能性があるため、１次点検の

実施又は立入りを行わず、代替拠点への参集する計画を検討する必要がある。 
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［スペース］ 

災害対策業務・仮眠休息スペースの確保 

［庁舎］ 

項 目 必要とされる水準 現   状 

 
 

災害対策室 
（ ４ 階 ） 
M283･284 

 

・対策会議 ８名 
 

（対策部長１,副部長２, 

班長３,対策係１,工務係１） 

［河川情報室］    約 22m2 
・机   1 脚（1.2m*2.1m） 

・椅子 10 脚（PC 椅子 2含む） 

・白板  1 枚 

・電源  3 ピン(空) 

・LAN   2 ポート(空) 

 
 

報道対応室 
（ １ 階 ） 

M281 
 

－ 

［１階 大会議室］  約 43m2 
・机   8 脚 

・椅子  26 脚 

・白板  0 枚 

・電源  8 ピン(空) 

・LAN  0 ポート(設備無) 

 
派 遣 隊 
作 業 室 
（ ４ 階 ） 

M--- 
 

・派遣要員 ４名 

［３階プロッター室］ 約 22m2 
・机   2 脚（0.6m*1.8m） 

・椅子 12 脚 

・白板  0 枚 

・電源  6 ピン(空) 

・LAN  0 ポート(空) 

 
仮眠休息室 
（ ４ 階 ） 

M294 
 

参集要員（令和 5年 4月） 

・全職員  31 人 

（参集率 70%：21 人） 

（1人あたりの 1畳） 

21 人÷2交代×１畳/人＝ 11 畳 

［食堂］      
・面積  16 畳（8 畳×2室） 

 
［池田監督官詰所］ 

現地対策室 
M--- 

・連絡要員 １名 

［連絡室会議室］   約 12m2 
・机    2 脚 

・椅子   6 脚 

・白板   0 枚 

・電源  未確認 

・LAN   0 ポート(設備無) 

仮眠休息室 
M--- 

現地対策班（２班交代時） 

・１班３～４人 ２班で計８人 

８人÷２交代×1畳/人＝ 4 畳 

［休憩室］ 
・面積  5.5 畳（5.5 畳×１室） 
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［足羽川ダム工事事務所庁舎・車庫］  福井県福井市成和1丁目2111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

庁舎点検資機材 

災害対策室 

派遣作業室 

車庫（高架下） 

事務所庁舎 

（賃貸ビル） 
福井国道 

維持出張所 

駐車場 

賃貸部分 

（概ね） 

国道８号 

１階平面図 ２階平面図 

３階平面図 ４階平面図 

仮眠室 

報道対応室 

活動ｽﾍﾟｰｽ 

備蓄品等 

消火器 

消火栓 

発電機・カラーコーン・標示ロープ・
土のう袋 

オイルマット他 

非常食・飲料水 

Tec 資機材 
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［池田監督官詰所］     福井県今立郡池田町稲荷34字26-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【隣接：池田町役場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 各スペースの物品が不足する可能性があるため、各スペースの使用目的を明確にし、

物品の再配備を検討する必要がある。 

○ 災害対策時の予備PC等の使用等に伴う電源空きピン数及び行政系LANの空きポート数

が不足する可能性があるため、電源コードやLAN用ハブを用意する必要がある。 

 

 

池田監督官詰所 

77m2 

倉庫 

81m2 

倉庫 

79m2 

道路 

会議室 

12m2 

休憩室 

5.5 畳 

事務室 

34m2 

20

m 

52m 

7.2m 

9.9m 

仮眠室 

現地対策室 

オイルマット他 

活動ｽﾍﾟｰｽ 

備蓄品等 

消火器 

 

平面図 
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【池田監督官詰所・小畑分室】 

 

 

 

 

 

 

  

２階平面図 

１階平面図 

現地対策室 

5－7－2－40



36 
 

［什
じゅう

器転倒防止］ 

書棚・ロッカー等の什器の転倒防止 

項 目 必要とされる水準 現   状 

河川情報室 

地震時の負傷者防止・空間確保、 

早期通常業務の復帰を目的として、 

必要な箇所を実施 

未対策（棚 1） 

災害対策室 未対策 

報道対応室 未対策（棚 1） 

派 遣 隊 
作 業 室 

転倒する什器：無 

仮眠休憩室 対策済 

執 務 室 
（ 各 階 ） 

未対策（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 転倒防止器具の対策したオフィスの例     出典：東京都防災ホームページ 

 

 

【課題】 

○ 執務室等の什器転倒防止対策の実施はほぼ未対策であり、早急に必要な転倒防止対策

を実施するように努める。 
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（２） 備蓄 

大規模災害時にライフライン復旧まで３日間を要すると想定し、発災から３日

間は自立的に活動できよう、必要な食料・飲料水、寝具、簡易トイレ等を備蓄す

る。 

 

参集要員（令和 5年 4月）  ・全職員 31 名（参集率 70%：21 名） 

 

［食料・飲料水］ 

項 目 必要とされる水準 現   状 

食 料 
主食1,副菜2×3食×31名×3日 
 主食 279 食 
 副菜 558 食 

主食 200 食 
副菜 500 食 
ビスコ保存缶 15 缶 

飲 料 水 3 ㍑×31 名×3 日 ＝ 279 ㍑ 264 ㍑ 

発災時の事務所訪問者、帰宅困難者等の必要量は考慮していない。 

［寝具］ 

項 目 必要とされる水準 現   状 

毛布・布団 

31 名÷2 交代 = 16 名分 

毛布 7 枚 
布団 3 組 （3 名分） 

寝 袋 11 組 （11 名分） 

 

［トイレ等］ 

項 目 必要とされる水準 現   状 

簡易トイレ 
大用 1 小用 3×31 名×3日 
 大用  93 袋 
 小用 279 袋 

  
 （現状：400 名分） 

雑 用 水 
50 ㍑×31 名×3 日 ＝ 4650 ㍑ 
（参集率 70%の場合） 
50 ㍑×21 名×3 日 ＝ 3150 ㍑ 

 高架水槽 2000 ㍑ 
 期限切れ飲料水 392 ㍑ 
（現状：約 15 名分） 

 

 

【課題】 

○ 非常食及び生活必需品等の備蓄量にばらつきがあるため、必要な数を精査し、不足は

補充するよう努める。 

○ 備蓄品の保存場所について、職員への周知が図られていないため、災害時に効率的に
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活用できる場所を検討し、周知を行う必要がある。 

○ 備蓄食料等は、賞味期限を考慮した更新ルールが決まっていないため、定期的に交換、

補充する更新ルールを策定する必要がある。 

○ 発災時の事務所訪問者、帰宅困難者等を保護し、近隣の避難所等に誘導するまでの間

に必要となる食料及び飲料水については必要量を検討し、必要な量を確保する必要が

ある。 

 

 

 

（３） 電力 

大規模な地震災害時にライフライン復旧まで３日間を要すると想定し、発災か

ら３日間は自立的に活動できよう、必要な電力を確保する。 

 

項 目 必要とされる水準 現   状 

電 話 電力は不要 

非常用発動発電設備は備えていない。 

 

［１階倉庫］ 

インバーター発電機（新ダイワ

iEG2800M）により発電。 

・発電電力   15A×2 

・連続運転時間 約 20.0～7.9 時間 

 

【優先順】 

1. パソコン 

（以下、使用時に切り換え） 

2. コピー機 

3. ＦＡＸ 

Ｆ Ａ Ｘ 
8.8A,100V 

なお、メールでの代替可能 

パ ソ コ ン 
PC 本体  13A,100V 

ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 2.9A,100V 

コ ピ ー 機 15A,100V 

テ レ ビ 
TV   20A,100V 

ﾁｭｰﾅｰ 1.1A,100V 

なお、ラジオでの代替可能 

雨量水位監
視システム 

未確認 

なお、電話応答での代替可能 

共 有 
サ ー バ ー 

未確認 ［１階倉庫］ 

インバーター発電機（ホンダ EU16i） 

により発電。 

・発電電力   15A×2 

・連続運転時間 約 8.1～3.4 時間 
光伝送装置 
及びＨＡＢ 

未確認 

 

 

【課題】 

○ 電力確保に制限があるため、災害時に必要な電力を精査し、条例を遵守した上で、発

電機に必要となる燃料（ガソリン40Lまで）を確保に努める。また災害時の供給手段に

ついて検討する必要がある。 
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（４） 通信 

［電話回線・マイクロ回線］ 

大規模な地震災害時に、回線の切断や通信会社の被災等による電話の不通状態、

若しくは回線の輻輳による電話の接続困難な状況が数時間～１日程度となる可

能性があるため、確実に通話が可能な電話回線を確保する。 

 

項 目 必要とされる水準 現   状 

ソフトバンク 

加 入 回 線 

1回線 

（通話 1回線） 

7 回線（通話 4回線・FAX 3 回線） 

・回線の切断等により使用不可 

・停電時は、通話のみ使用可能 

・通信の輻輳により接続しにくい 

〃 
（災害時優先） 

1 回線 【0776-27-0649】 

（通話 1回線・FAX 0 回線） 

・回線の切断により使用不可 

・停電時は、通話のみ使用可能 

・輻輳しても優先的に回線が確保 

マ イ ク ロ 
回 線 

－ 

NTT 専用回線を使用し、 

福井河川国道事務所経由で送受信 

・福井河川国道事務所被災時に不可 

・ＮＴＴ回線の切断等により不可 

携 帯 電 話 

3回線 

（対策部長・総務班長・対策班長） 

13 回線（予備１回線含む） 

・中継局の障害等により使用不可 

・バッテリー容量の範囲で使用 

・通信の輻輳により接続しにくい 

〃 
（災害時優先） 

3 回線 

（対策部長、総務班長、対策班長） 

・中継局の障害等により使用不可 

・バッテリー容量の範囲で使用 

・輻輳しても優先的に回線が確保 

衛 星 電 話 
（ 携 帯 ） 

1回線 

（現地対策班） 

3 回線（ワイドスター） 

・平常時、山間等で使用不可 

・写真等のデータ送信は不可 

・名称 

足羽川ダム１ 

足羽川ダム２ 

足羽川ダム３：FAX 送受信可  

雨量水位監
視システム 
(電話応答) 

 

－ 

（受信のみ） 

・回線の切断等により使用不可 

・通信の輻輳により接続しにくい 
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■ 災害時優先電話 

災害時優先電話は発信のみ優先扱いとなり、着信は一般電話と同じ。 

また、災害時優先電話から発信しても、相手が話中の場合は一般の電話

と同じく接続はできない 

 

 

【課題】 

○ 電話回線による通信確保に制限があるため、災害時に必要な災害時優先回線等を利用

内容を精査し、回線の確保に努める。また、必要に応じ、代替の方法（ＰＣや携帯の

メール活用）により連絡を行う。 

○ 災害時の緊急連絡用として「かける電話」と「待つ電話」を分けるなど、あらかじめ

利用方法を確認する必要がある。 

 

 

［光ファイバ網］ 

大規模な地震災害時に、光ファイバ等の有線の切断等による通信不可となる可

能性があるため、ネットワークの多重化により通信を確保する。 

 

項 目 必要とされる水準 現   状 

国土交通省 
・近畿地整 
ネットワーク 

多重化によるデータ通信 

電柱架空線により、 

福井国道維持出張所経由で送受信 

・福井国道維持出張所等被災時に不可 

・回線の切断等により不可 

福井ケーブ
ル テ レ ビ 

［河川情報室 一般回線ＰＣ］ 

・回線の切断等により不可 

・メールアドレス等の未取得 

 

 

【課題】 

○ 多重化が図られていないため、光ファイバ網が切断した場合にマイクロ回線に切り替

える等の代替の方法を含めて検討を行い、必要な通信の確保を行う必要がある。 

○ 足羽川ダム連絡室又は現地からデータを送信する手段がないため、災害時に必要とな

る通信方法（モバイル通信等）の検討を行い、必要な通信の確保を行う必要がある。 
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（５）ガス 

 大規模地震発生時におけるガス供給について総務班は、ガス関連設備について、事前に

供給形態（中圧）や館内の配管の耐震性等を確認し、必要な対策を行う。 

 

（６） 上水道 

 断水は１週間継続すると想定されていることから、総務班は、庁舎の上水道設備につい

て、発災時の利用用途を確認し、庁内の貯水槽や配管等の耐震化及び貯水槽内の使用量を

削減するため、災害用トイレの確保を行う。あわせて、飲料水の備蓄を行う。 

 

（７）車両・資機材等 

［災害対策機械］ 

災害対策機械は保有していないが、今後の足羽川ダムの建設工事及びダム建設

に係る河川管理の状況に応じて必要性の検討を行い、必要な場合は、建設機械の

要請、現地での建設機械の管理を含めた体制確立を行う。 

［車両］ 

地震応急対応業務及び一般継続重要業務に必要となる車両台数の検討を行い、必

要となる台数の確保を行う。 

項 目 必要とされる水準 現   状 

委 託 車 
 

車両台数 ６台 

・現地対策班 2班×1台 ＝ 2 台 

・補償関係対応（市内） ＝ 1 台 

・連絡車(事務所～現地) ＝ 1 台 

・待機         ＝ 2 台 

トヨタ エスクァイア（2000cc） 

 

委 託 車 
 

トヨタ ハイエース（2700cc） 

 

委 託 車 
 

ホンダ ステップワゴン（1500cc） 

  

委 託 車 
 

ホンダ ステップワゴン (1500cc) 

 

自 操 車 
 

トヨタ ラッシュ（1500cc） 

 

自 操 車 
 

ホンダ シャトル（1500cc） 

 

 

【課題】 

○ 自操車の給油は、運用上、燃料が半分になった際に給油しているが、災害時に備えで

きる限り満タンを心がける必要がある。 

○ 災害時、現地対策班が使用する車種については、現地対策班の出動準備の短縮のため、

車載スペースや通信設備等を考慮し、使用する車種の優先順位を指定する必要がある。 
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［資機材］ 

非常参集後の庁舎への進入のための庁舎点検（１次点検）、及び現地対策班の河

川巡視（1 次巡視）に必要な資機材の検討を行い、必要となる資機材の確保を行う。 

 

項 目 必要とされる水準 現   状 

庁 舎 点 検 
(1 次点検) 

庁舎点検者 3 名 

・点検表示板 

・点検記録紙 

・ヘルメット 

・軍手 

・立入禁止表示テープ 

・ラッカー 

・懐中電灯 

点検資機材を確保し、事務所夜間出入

口横に保管している。 

 

河 川 巡 視 
(1 次巡視) 

現地対策班 3～6名 

 

【対策係が用意】 

・紅白ロッド（又は巻き尺） 

・紅白ポール 

・カメラ 

 

【総務係が用意】 

・通信機器 

（衛星電話、携帯電話） 

・連絡室等の鍵 

・非常食、飲料水 

 

【班員各自】 

・野帳（メモ帳） 

・ヘルメット 

・軍手 

・雨具、防寒具等 

点検資機材は確保されているが、別々

に保管されている。 

 

足羽川ダム連絡室には、非常食・飲料

水・寝具等の備蓄はない。 

 

 

 

 

【課題】 

○ 庁舎点検資機材については、今後の訓練等で必要な資機材を精査し、不足は補充する

よう努める。 

○ 河川巡視資機材については、日常の河川巡視の携行品の検討も行い、必要な資機材を

精査し、巡視資機材として整備する必要がある。 
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５. 下水道被災を踏まえた対応 

下水道の利用支障は１ヶ月継続すると想定されていることから、災害用トイレの備蓄を行

うとともに、災害用トイレ運用等マニュアルを定め定める等、必要な対策を行う。 

 

６. 廃棄物の処理 

委託業者による廃棄物処理が１週間後から１か月後までは実施できなくなることが想定さ

れるから、事務所で発生する紙ごみ等廃棄物の一時保管場所、移動方法、衛生管理、「し

尿」廃棄物の一時保管場所、臭気対策、職員の感染症対策の運用について災害時の廃棄物

処理等運用マニュアルを定める等、必要な対策を行う。 

 

７. その他 

［帰宅困難者等への対応］ 

□ 総務班は、勤務時間内に発災の場合、直ちに事務所内に存在する者の状況を確

認し、１階受付にて外部者出入り管理等を行う。 

□ 総務班は、事務所来訪者及び帰宅困難者等に対し、災害情報の提供、近隣の避

難場所及び宿泊施設等を紹介するなどの可能な支援措置を行う。 

 

 ［負傷者の救護］ 

□ 総務班は、負傷者・急病人について、緊急に手当が必要な負傷者や急病人は医

療機関に順次搬送する。緊急性の軽傷者には可能な応急手当を施し、他の事務

所訪問者とともに、近隣の避難場所への誘導を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

【課題】 

○ 一般の避難場所等の情報提供する資料を備えていないため、情報収集を行い、情報

提供できるよう資料の作成を行う。 
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第５章 継続的改善 

１．ＰＤＣＡサイクルの確立（訓練及び計画の評価・見直し等） 

 業務継続計画を実効性のあるものとするため、訓練や計画のテスト・実行等を通じて、その問

題点を洗い出し、課題の検討を行い、是正すべきところを改善し、計画を更新するというＰＤＣ

Ａｻｲｸﾙによるｽﾊﾟｲﾗﾙｱｯﾌﾟに努め、継続的に改善し、業務継続力の向上を図るものとする。 

① 計画の策定と更新（ＰＬＡＮ） 

後述の「④計画の見直し（ＡＣＴＩＯＮ）」の結果を踏まえ、業務継続計画を実効性あ

るものに改定を行う。 

② 訓練や計画の実施（ＤＯ） 

 業務の継続性を確保するためには、業務継続の重要性を共通の認識として全職員が持つ

こと、すなわち「文化」として平時の業務の中にも定着させていくことが大切である。こ

のため、実動体制を平時から想定させること、地震の発生後の施設等の機能を周知させる

ことを目的とした訓練を定期的に実施する。 

また、日常からの訓練が不可欠であり、基礎知識を与える教育のほか、机上訓練や意思

決定訓練、徒歩参集訓練、安否確認訓練、システム稼動訓練、対策部設営訓練など、様々

な訓練、定期点検等を実施する。 

③ 課題の検討と点検（ＣＨＥＣＫ） 

地震発生訓練時に収集される情報や、各組織の対応については、訓練時及び訓練が終了

した後、適切に記録を残すものとする。記録においては、誰がどのような役割を実施した

のか、どのような課題があったのかを明らかにするよう心がけ、これらの記録をもとに、

より良い対応が行えるよう改善を図る。また、実際の地震災害が発生した場合でも、訓練

と同様に情報収集・記録整備を行い今後の対応の改善に活かすようにする。その他、訓練

の反省等を通し、必要となった物品については、必要量を検討し、予め確保を行う。 

④ 計画の見直し（ＡＣＴＩＯＮ） 

「③課題の検討と点検（ＣＨＥＣＫ）」において課題とされた事項について改善を図る

とともに、必要となった物品の確保を行い、計画の見直しを行う。 

また、足羽川ダム工事事務所河川関係地震災害対策部運営計画書の改定、近畿地方整備

局防災業務計画の改定等が行われた場合、必要に応じて「足羽川ダム工事事務所業務継続

計画」の見直しを行う。また、外部有識者等による評価についても、必要に応じて今後検

討を行う。 

 

２．その他災害リスクについて 

地震の他に想定される災害リスクについて、足羽川ダム工事事務所は、洪水による浸水想

定区域内（想定 大規模）であるが、嵩上げを行っている為、１階執務室の浸水する恐れは

低い。しかしながら、事務所周辺は 0.5～1.0m の浸水の恐れがあるため、本地震編の他に洪

水時の業務継続計画【風水害編】を令和３年度中を目途に定めるものとする。  
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○ 地震災害時の組織図 
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○ 大規模災害時の要員配置基準及び業務内容 

 

※ 現地対策班は、災害の状況等により対策部長が設置及び指名するものとする。 

                   班長は、対策副部長（技）又は対策班副班長より指名 

班員は、総務班の係長、対策班の係長より指名 

 

 （注）  １  長期にわたる場合は、３班にわけるものとする。 

２  対策部長は、必要に応じて人員の増減を行うことができる。 

３  対策部長は必要に応じて小畑分室との連絡体制の構築を指示するものとする。 

 

班  別 
注意 

体制 

警戒 

体制 

非常 

体制 
業務内容 

対 策 部 － １ 
全員 

（5） 

・対策部長：防災体制の発令及び解除 
      現地対策班の設置及び指名 
・対策副部長（事）：広報窓口 

総
務
班 

庶務会計係 

１ ２ 
全員 

（9） 

・渉外事務（広報を除く） 
・要員の招集及び自動車の運転 
・要員の給食及び健康管理 

・会計及び給与 
・物資の調達及び補給 

・マスコミ・一般からの問い合わせに関すること 

救助補償係 

・防災業務に基づく補償 
・災害救助法に基づく応援 
・要員の家族保護 

対
策
班 

対 策 係 

２ ３ 
全員 

（13） 

・一般被害にかかる情報の収集及び連絡 
・「災害レポート」の作成、報告 
・電気及び通信の確保 
・地震情報、津波情報、土砂災害関係情報、気象 

及び水文情報の収集及び通報 
・防災体制の発令、解除及び要員配備 
・水文観測の実施 
・防災エキスパートとの連絡等 
・直轄河川災害復旧事業等の実施 
・対策本部への報告 

工 務 係 

・河川管理施設等の被害状況の把握 
・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施 
・災害復旧事業等にかかる建設機械の調達、運用 
・要員、資材等の輸送 
・その他防災業務全般にかかる情報の収集及び連絡 

・直轄河川災害復旧事業等の実施 
・対策本部への報告 

現
地
対
策
班
※ 

現地対策係 ４ ４ 

上記 

より 

７ 

・総務班に属する事項 

・関係機関との連絡調整 

・対策部への報告 

・河川等への巡視及び状況把握 

・緊急維持作業及び緊急災害復旧事業の実施 
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○ 災害時非常食・生活必需品備蓄一覧       R5.5 現在 

項 目 品 目 単位 備蓄数 備 考 

飲料水 飲料水 ℓ 264 ２階物品庫 

  2ℓ×6 本× 5 箱 賞味期限 2024/1/17 

  2ℓ×6 本×17 箱 賞味期限 2030/5 

  (第 1 班用・第 2班用 2ℓ×6 本×2箱) 

水 期限切れ飲料水 ℓ 392.8 ２階物品庫 ＊550 ㎖×24 本×7箱 

＊550 ㎖×24 本×3箱＋16 本 

＊2ℓ×6本× 21 箱 

食料 米（白ご飯） 食 200  ２階物品庫 50 袋×2箱  賞味期限 2026/11 

50 袋×2箱 賞味期限 2028/5 

(第 1 班用・第 2班用 30 袋) 

ビスコ  缶 15 ２階物品庫 5 缶 賞味期限 2027/9 

 10 缶 賞味期限 2027/11 

 (第 1 班用・第 2班用 6 缶) 

さばの味噌煮 袋 100 ２階物品庫 50 袋×2箱 賞味期限 2028/7 

(第 1 班用・第 2班用 12 袋) 

ハンバーグ煮込み 袋 100 ２階物品庫 50 袋×2箱 賞味期限 2028/5 

            (第 1 班用・第 2班用 12 袋) 

筑前煮 袋 200 ２階物品庫 50 袋×2箱 賞味期限 2028/7 

            (第 1 班用・第 2班用 12 袋) 

肉じゃが 袋 100 ２階物品庫 50 袋×2箱 賞味期限 2028/5 

      (第 1 班用・第 2班用 12 袋) 

豚汁 袋 100 ２階物品庫 50 袋×2箱 賞味期限 2028/5 

            (第 1 班用・第 2班用 12 袋) 

寝具類 毛布 枚 7 ４階仮眠室 

布団 組 3 ４階仮眠室 

簡易ベッド 台 3 ４階食堂 

寝袋 枚 11 ４階食堂 

ヘルメット 個 53 １階倉庫 白 18  小畑分室 白 35 

衣類 ヘルメット（子供用） 個 70 １階倉庫 緑 20 青 20 黄 5  小畑分室 黄 25 

レインコート 着 14 ２階物品庫 LL 6 着、トラベルコート 8着 

救命胴衣 着 6 ２階物品庫 

長靴 足 8 ２階物品庫 

かんじき 足 3 ２階物品庫 

マスク 枚 420 ２階総務課執務室 30 枚×4 箱、50 枚×6 箱 

生活 

雑品 

軍手 双 17 ２階物品庫 

タオル 枚 12 ２階物品庫  

ガスコンロ 個 3 １･２･３階給湯室 

カセットコンロ 個 3 ４階女子更衣室 3 個 

ポケットコンロ 個 2 ４階女子更衣室 

ガスボンベ 本 7 ４階女子更衣室 7 本(残り半分×1本) 

ポケットコンロ用ガス 本 5 ４階女子更衣室 

ブルーシート 枚 8 ２階物品庫 5     １階倉庫 3 

紅白ポール 本 4 ２階物品庫 

発動発電機 台 2 １階倉庫   

※詳細は（１）車両及び防災用機械一覧に記載され

ています。 

石油ストーブ 台 3 １階倉庫  
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○ 福井県周辺の主要な活断層帯と海溝で起こる地震 
 

算定基準日 2023 年 1 月 1日    出典：地震調査研究推進本部 

 

種 類 地  震 マグニチュード 地震発生確率（30 年以内） 

内陸の 

活断層で 

発生する地震 

福井平野 

東縁断層帯 

主部 ７．６程度 ほぼ０％～０．０７％ 

西部 ７．１程度 不明 

濃尾断層帯 

温見断層（北西部） ６．８程度 ほぼ０％ 

温見断層（南東部） ７．０程度 不明 

主部（根尾谷断層帯） ７．３程度 ほぼ０％ 

主部（梅原断層帯） ７．４程度 ほぼ０％ 

主部（三田洞断層帯） ７．０程度 不明 

揖斐川断層帯 ７．１程度 不明 

武儀川断層 ７．３程度 不明 

跡津川断層帯 ７．９程度 ほぼ０％ 

高山・大原 

断層帯 

国府断層帯 ７．２程度 ほぼ０％～５％ 

高山断層帯 ７．６程度 ０．７％ 

猪之鼻断層帯 ７．１程度 不明 

牛首断層帯 ７．７程度 ほぼ０％ 

庄川断層帯 ７．９程度 ほぼ０％ 

阿寺断層帯 

主部（北部) ６．９程度 ６％～１１％ 

主部（南部) ７．８程度 ほぼ０％ 

佐見断層帯 ７．２程度 不明 

白川断層帯 ７．３程度 不明 

邑知潟断層帯 ７．６程度 ２％ 

森本・富樫断層帯 ７．２程度 ２％～８％ 

長良川上流断層帯 ７．３程度 不明 

柳ヶ瀬・ 

関ヶ原断層帯 

主部（北部） ７．６程度 ほぼ０％ 

主部（中部） ６．６程度 不明 

主部（南部） ７．６程度 不明 

浦底－柳ヶ瀬山断層帯 ７．２程度 不明 

野坂・集福寺断層

帯 

野坂断層帯 ７．３程度 ほぼ０％、もしくはそれ以上 

集福寺断層 ６．５程度 不明 

湖北山地 

断層帯 

北西部 ７．２程度 ほぼ０％ 

南東部 ６．８程度 ほぼ０％ 

琵琶湖西岸 

断層帯 

北部 ７．１程度 １％～３％ 

南部 ７．５程度 ほぼ０％ 

養老－桑名－四日市断層帯 ８程度 ほぼ０％～０．８％ 

鈴鹿東緑断層帯 ７．５程度 ほぼ０％～０．０７％ 

鈴鹿西緑断層帯 ７．６程度 ０．０８％～０．２％ 

三方・花折 

断層帯 

三方断層帯 ７．２程度 ほぼ０％ 

花折断層帯(北部) ７．２程度 不明 

花折断層帯(中南部) ７．３程度 ほぼ０％～０．６％ 

山田断層帯 

主部 ７．４程度 不明 

郷村断層帯 
Ｍ７．４程度 

もしくはそれ以上 
ほぼ０％ 

三峠・京都 

西山断層帯 

上林川断層 ７．２程度 不明 

三峠断層 ７．２程度 ０．４％～０．６％ 

京都西山断層帯 ７．５程度 ほぼ０％～０．８％ 

海溝型地震 南海トラフ 
南海トラフで 

発生する地震 
８～９クラス ７０％～８０％ 
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○ 福井県に被害を及ぼした主な地震 

 
出典：地震調査研究推進本部 

西暦(和暦) 名称（地域） マグニチュード 主な被害 

1640 年 11 月 23 日 

（寛永 17 年） 

（加賀大聖寺） 

 

 

６ 1/4 

～６ 3/4 

越前、加賀の国境で家屋破損、

死者数多数。 

1891 年 10 月 28 日 

（明治 24 年） 

濃尾地震 

 

 

８．０ 越前で死者１２人、負傷者１０

５人、家屋全壊１，０９０棟。 

1900 年 3 月 22 日 

（明治 33 年） 

（鯖江付近） 

 

 

５．８ 負傷者６人、家屋全壊２棟。 

1948 年 6 月 28 日 

（昭和 23 年） 

福井地震 

 

 

 

 

７．１ 福井平野及びその付近で被害。

死者３，７２８人、負傷者２１，

７５０人、家屋全壊３５，３８

２棟、同焼失３，８５１棟。 

1961 年 8 月 19 日 

（昭和 36 年） 

北美濃地震 

 

 

７．０ 死者１人、負傷者１５人、家屋

全壊１２棟。 

1963 年 3 月 27 日 

（昭和 38 年） 

越前岬沖地震 

 

 

６．９ 敦賀湾・若狭湾沿岸で被害。住

家全壊２棟。 

2007 年 3 月 25 日 

（平成 19 年） 

能登半島地震 

 

６．９ 負傷者１人 

2013 年 4 月 13 日 

（平成 25 年） 

（淡路島付近） 

 

６．３ 負傷者１人（平成 25 年 5 月 14

日現在、消防庁調べ） 
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令和５年４月１日

(平成１６年７月 福井豪雨 福井市上空から撮影)
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足羽川ダム工事事務所
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泉橋
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第１章 風水害の基本的な考え方

１．１ 足羽川の概要

足羽川は、九頭竜川左支川日野川の右支川で、福井市、池田町に位置し、

その源を福井、岐阜県境の冠山に源を発し、山間部を曲折しながら北流し、

途中、中小支川を合流しながら流下し、天神橋付近で福井平野に出て福井

市中心部を貫流して、日野川に合流する１級河川である。

＜ 足 羽 川 ＞

□ 流域面積 ：415.6 km2

□ 幹川流路延長 ： 61.7 km

□ 直轄管理延長 ：部子川 4.87km(稗田川含む) 金見谷川 1.8km

下荒谷川 0.8km 篭掛川 0.2km 水海川 1.0km

□ 流域内人口 ：約27万人(第53回福井県統計年鑑H17より)

流域内市町村 ：１市１町

（福井市、池田町）

□ 年間降水量 ：約２，２００mm～２，５００mm

□ 洪水調節施設 ：足羽川ダム（建設予定）
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１．２ 足羽川における水害特性

福井市街地は、九頭竜川、日野川、足羽川に囲まれた地域に人口と資産

が集中している。洪水時の３つの河川の水位は、福井市街地より高く、い

ったん堤防が決壊すると甚大な被害に見舞われるという特徴をもっている。

また、九頭竜川水系は、①扇状に広がる

流域のため降雨の偏りが生じやすい②３つ

の主要な河川が合流していることから、他

河川の洪水の状況により流れやすさに影響

が出る。③上流域における河道の整備状況

が低く洪水時には氾濫しながら流下するな

どの特徴がある。

※ 平成１６年7月の梅雨前線による福井豪雨において、甚大な浸水被害が発生した。

大きな被害となった足羽川流域において「足羽川激甚災害対策」を福井県が実

施し、平成２１年１１月に竣工している。
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１．３ 足羽川における主な災害
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１．４ 水防とは

当事務所においては、水防法により定められた具体的な活動（洪水予報な

ど）はないが地元市町と協力して適宜水防活動を実施する。

１．５ 水防マネジメントについて

【水防マネジメント計画書】

実際の水防について、基本の流れについて雨量を指標とし、時系列、事

項毎に整理し、全事務所職員向けに運営計画書における項目をとりまとめ

ている。

記載事項を比較的簡易にし、図や表を使用し説明するよう工夫した水防

業務における基本のシナリオに、被災が発生した場合、災害対策機械を要

請した場合、電気通信班における対策が生じた場合などいくつかの事象が

発生と同時に展開し、業務の状況把握、遂行に資するものとなっている。

○ マネジメント（手順） → ｐ１８

【足羽川ダム工事事務所 災害対策運営計画書】

地震災害編、風水害編、水質事故対策編、応援対策編からなり、対策部の

体制、所掌業務を的確に実施できるようそれぞれのしかるべき措置や使用す

る様式などをとりまとめた災害対策基本法に基づいた防災計画書。
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第２章 基本的な水防の流れ

２．１ 足羽川ダム工事事務所水防体制

１）体制発令基準

対策部の対策班長は風水害が発生した場合、または発生のおそれがあ

る場合は、速やかに対策部長に第一報を報告し、対策部長は第一報を受

けた時点において対策部設置の指令と体制の発令を行う。発令の基準は

下表のとおり。

体制区分 体制発令基準

(イ)福井県嶺北北部または、嶺北南部に大雨、洪水に関する注意報が発令

され、対策部長が必要と判断したとき

(ロ)台風の本邦上陸が予想され、対策部長が必要と認めたとき

注意体制 (ハ)大本、新保観測所のいずれかの時間雨量が２０mmを超えた場合または、

累加雨量が５０mmに達し、対策部長が必要と認めたとき

(ニ)対策部長が必要と判断したとき

(ホ)対策本部長が指示したとき

(イ)福井県嶺北北部または、嶺北南部に大雨、洪水に関する警報が発令さ

れ、対策部長が必要と判断したとき

(ロ)台風の近畿地方接近又は上陸が予想され、対策部長が必要と認めたと

き

第一警戒 (ハ)大本、新保観測所のいずれかの累加雨量が１００mmに達し、対策部長

体 制 が必要と認めたとき

(ニ)水防活動の必要が予想されるとき

(ホ)被害の発生が予想されるとき

(ヘ)対策部長が必要と判断したとき

(ト)対策本部長が指示したとき

(イ)大本、新保観測所のいずれかの累加雨量が２００mmに達し、更に大雨

第二警戒 のおそれがあるとき

体 制 (ロ)甚大な被害の発生が予想されるとき

(ハ)対策部長が必要と判断したとき

(ニ)対策本部長が指示したとき

(イ)福井県嶺北北部または、嶺北南部に大雨、洪水に関する特別警報が発

非常体制 令されたとき

(ロ)甚大な被害が発生したとき

(ハ)対策部長が必要と認めたとき

(ニ)対策本部長が指示したとき

体制解除 体制の必要がなくなったとき

・福井県嶺北北部：あわら市・坂井市・福井市・永平寺町・越前町

・福井県嶺北南部：鯖江市・越前市・池田町・南越前町

災対計画書P2-2-2
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１）組織編成

３）必要な動員体制

風水害対策のため必要な体制要員は、原則として下記要員配備基準表に

よる。

要員配備基準表

班 別 注意体制 警戒体制 非常体制

災害対策部
― 副所長（技）１名 全 員

指 令 班 (５名)

総
庶務会計係 総務課長 全 員

務
救助補償係

総務課長 １名
用地課長

２名
(９名)

班

対
対策係 調設課長

調設課長
全 員

策
工務係 調査係長

２名 工事課長 ３名
(１３名)

班 調査係長

現

地
現地対策係

上記より 上記より

対 （建設監督官） ― ４名 ７名

策

班

【備考】・対策部長は、必要に応じて人員の増減を行うことができる。

・現地対策班は、災害の状況等により対策部長が設置及び指名するものとする。

災対計画書P5-1-1
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・警戒体制は、第一及び第二警戒体制を合わせて表示している。

４）時間外における連絡経路

時間外における事務所職員の連絡経路については、下図のとおりとす

る。

勤務時間外における連絡経路（風水害対策）
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２．２ 水文観測所

１）雨 量

雨量情報は、水位予測等を行う上で重要なデータとなる。

当事務所管轄の足羽川における雨量観測所（リアルタイム）は下記のとおり

●大 本

２）水 位

水位情報は、水防活動等を行う上で重要なデータとなる。

当事務所管轄の足羽川における水位観測所（リアルタイム）は下記のとおり

▲小 畑

足羽川関係 雨量・水位観測所位置図

※観測所機器等の詳細は、観測所台帳を参照（調査係保管）

災対計画書P5-3-1

5－7－3－11



- 9 -

２．３ 水防警報

水防法１６条による水防警報河川を管理していないため該当なし。

２．４ 洪水予報

水防法１０条による洪水予報対象河川を管理していないため該当なし。

２．５ 特別警戒水位

水防法１３条による特別警戒水位を定めていないため該当なし。

２．６ 地下河川への情報

地下河川を管理していないため該当なし。

２．７ 水位予測

該当なし。

２．８ はん濫危険水位

当事務所では氾濫危険水位の設定はないが、護岸等河川管理施設の保全

に関し点検するものとし、河川巡視を実施する。対象とする水位観測所は

小畑水位観測所として、巡視を行う目安は、水位が1.2mを超え、さらに上

昇する恐れがある時から点検を開始し、洪水が 高水位に達した後、減水

し1.2mに至るまでの間。又、安全が確保されなくなった時とする。

設定にあたっては、現県道の高さが4.5m（下図参照）であることから現県

道を巡視時に通行できる条件を平成16年福井豪雨の実績から検討した。

福井豪雨の実績によると、7月18日AM6時で1.25m、AM10時で3.72mを計測

していることから、6時～10時までの4時間で巡視が可能と判断し、巡視基

準水位を1.2mと定めたものである。

1.2m

1.2m18日6時
7時
8時
9時
10時

1.25

3.72
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２．９ 危険潮位

該当なし。

２．１０ 重要水防箇所

該当なし。

２．１１ 河川情報室（事務所３階）

③情報収集端末 ②パソコン

（足羽川ダム雨量・水位監視システム） （足羽川ダム雨量・水位監視システム）

（過去データを含む） Ｗｅｂ情報

プリンター

① ＴＶ 福井県内における気象全般のｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ視聴可

② 足羽川ﾀﾞﾑ雨量・水位監視ｼｽﾃﾑ
Ｗｅｂ上での足羽川ダム管内関係の地震・雨

量・水位・流量等のﾘｱﾙﾀｲﾑ表示及び監視

③ 情報収集端末（②と連動）
過去から現在までの足羽川ダム管内の雨量・

水位・流量等の河川流況のﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ及び監視

※体制・警報文作成支援システムは各職員のパソコンより行う。

①
テ
レ
ビ
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風水害対策部を設置した場合は、定められた各班員は河川情報室に集合し、

水防業務に従事する。

なお、河川情報室には、前表のシステムのほか、情報伝達に必要な水防関

係全様式、河川関係災害対策部運営計画書等を常備している。

河川情報室常備資料

・水防マップ

・図面（足羽川ダム管内図、足羽川・水海川平面図、足羽川・水海川縦横断図）

・写真（斜め写真）

・浸水想定区域図、市町村ハザードマップ

・特定区間調書等

①ＴＶ ②ﾊﾟｿｺﾝ足羽川ﾀﾞﾑ雨量・水位監視ｼｽﾃﾑ

③情報収集端末
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第３章 災害が発生した場合

３．１ 洪水時巡視について

１） 目 的

災害時において、護岸・床固め等の状況を把握し、もって緊急かつ

適切な対応に資することを目的とする。

２） 実施基準

小畑水位観測所の水位が1.2mを超え、さらに上昇する恐れがある時

から点検を開始し、洪水が 高水位に達した後、減水し1.2mに至るま

での間。又、安全が確保されなくなった時。

３） 巡視体制

現地対策班により１班３名以上の体制で車（必要に応じて徒歩）に

て巡視を実施する。

巡視における巡視範囲は、「河川巡視区域及び経路図」のとおりとす

る。（次項 図－１参照）

４） 点検事項

巡視実施にあたり主な点検項目は以下のとおり。

点検対象物 主な点検項目

護岸 亀裂・陥没・流出・破損・その他

床固め・堰（許 周辺法面・本体・取付護岸等の状況・その他

可工作物含む）

橋等 状況（水位・冠水・橋脚・その他）

周辺地 冠水・河岸浸食・斜面崩壊・土砂崩れ・山林

斜面崩壊・その他

その他 工事状況を踏まえて巡視項目を決定する

３．２ 被災の発見

被災発見の第１報を受けた場合、引き続き現地対策班により詳細把握を行

う。

３．３ 被災発生の報告（第１報）

大規模な被災発生であると判断された場合は、対策部長（事務所長）より

本部長や関係部局（水災害予報企画官）へマイクロおよび携帯電話等にて第

一報伝達を行う。図－１ 河川巡視区域及び経路図

災対計画書P5-2-1

5－7－3－15



- 13 -

図－１ 河川巡視区域及び経路図
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３．４ 被災箇所の氾濫想定

越流が発生もしくは発生するおそれがある場合、対策班は、被災箇所（懸

念箇所）から氾濫した場合の氾濫区域を想定する。

３．５ 応急対策

河川管理施設が被災した場合または被災するおそれがある場合、災害の発

生や拡大を防止するために、被災施設の応急対応を行う必要がある。

対策班及び現地対策班は、被災施設及び周辺における状況を把握し、資機

材の確保、対策の検討を行う。

３．６ 直轄河川災害復旧事業緊急災

１）直轄河川災害復旧事業における災害とは

①暴風、洪水、高潮、地震その他の異常な天然現象により生ずる災害

（公共土木施設災害復旧事業国庫負担法より）

●天然現象の要件

災害要因 要 件

洪 水 ・原則…はん濫注意水位以上の出水

・はん濫注意水位の定めのない河川は、河岸高の５割程度の水位

・はん濫注意水位未満の洪水…指定水位以上が４８時間継続

暴 風 ・ 大風速（１０分間平均）１５m/sec以上

その他(地震･津波な ・発生の状況により協議検討

ど)

②直轄区間もしくは河川法施工令第２条第７項区間で工事を行っている

区間で発生した災害

③１箇所の事業費が５００万円以上であり、維持管理の範疇を超えるも

の

２）緊急復旧事業（緊急災）

重大な事態が発生した、または発生するおそれがあり、現地調査、及

び予算措置をする時間的余裕がない場合に実施する。

重大な事態とは、浸水しているか、一定の状況がつづけば、人命、財

産、公共施設等に重大の影響を及ぼすもの。出水期を控え、出水等によ

り増災して重大な事態が発生するおそれのあるもの。
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３）災害復旧事業緊急災の申請

災害復旧事業緊急災が適用される場合、対策班は次に掲げる事項を記

載した図書を作成し、災害対策本部対策班（河川部 工事課）へ申請する。

① 災害発生の状況

② 緊急復旧工事を必要とする理由

③ 緊急復旧工事の計画の概要、及び事業に必要な費用額

④ 緊急復旧工事の施行期間

⑤ その他必要な事項

３．７ 災害対策用機械・機材

１）災害対策用機械の出動要請

災害対策用機械の出動は次の要領で行う。

① 災害が発生し、対策部長（事務所長）が災害対策用機械の必要を判断。

② 企画部施工企画課及び災害対策用機械保有事務所と連絡調整しなが

ら、企画部企画課に災害対策用機械の出動申請を行う。

（次項 近畿地整管内災害対策用機械保有一覧表 参照）

③ 「出水時における応急対策業務に関する基本協定会社」に出動要請し、

また保有事務所とも連絡を取り合いながら機械を輸送し、設置する。

④ 機械の設置位置はあらかじめ現地を調査し決定しておく。

２）非常体制時の情報機器選別の対応

非常体制時には災害現場等への電話回線及び画像回線の確立が不可欠で

あり、下記によりその選定を行う。

ア）電話回線確保における使用機器優先順位

① 衛星携帯通信

※なお、現地にマイクロ通話回線を確立したい時 →移動多重回線確立

イ）画像情報の取得における使用機器優先順位

① 衛星通信車

② Ku－ＳＡＴ

③ その他

車輌が入れない災害現場 → 簡易型画像伝送装置

上空から画像を確認したいとき → 気球空撮装置その他

被害箇所が大規模の時でヘリ要請後、現地で画像が見たいとき

→ ヘリテレ受信装置
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災害対策用建設機械出動手続き（緊急使用）系統図

きんき号緊急時の運航について
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災害対策用機械保有一覧表
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第４章 マネジメント（ 手 順 ）

水防マネジメントでは、雨量を基準（指標）とした水防体制、行動、情報

発信を時系列に体系化した手順を基本とし、被災が発生した時点で、『被災が

発生した場合の手順』へ移行するなど、「展開型」で、風水害体制時の手順を

示した。

基本手順を基軸とし、被災などシナリオが展開すると、下イメージのように

対応する手順へ移行し、行動を確認する。

４．１ 雨量を基準とした基本の手順

○ 必要な動員体制 → ｐ ６

○ 情報の収集及び伝達（情報の収集） → ｐ２０

○ 〃 （報告） → ｐ２２

○ 〃 （関係機関及び一般への周知） → ｐ２２

○ 〃 （記録） → ｐ２３
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４．２ 洪水時の巡視の手順（現地対策班・対策班工務係）

巡視員に危険があると判断時の手順

○ 洪水時巡視について → ｐ１２

４．３ 緊急災が適用された場合の手順（対策班工務係）

○ 直轄河川災害普及事業 緊急災 → ｐ１４

○ 災害対策用機械・機材 → ｐ１５
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第５章 情報の収集及び伝達

５．１ 情報の収集

水位情報をリアルタイムで捉え基本のシナリオと照合しながら防災業務を

遂行する。事前情報とリアルタイムの情報を活用し視覚的に情報を整理する

事が重要であり、災害時においては社会情勢についても市町村や、メディア、

インターネット等より情報を収集し円滑かつ的確な活動展開を検討する。

○マップ関連（事前情報）

池田町 浸水想定区域図 該当なし

洪水ハザードマップ 該当なし

○マスメディア（リアルタイム情報）

ラ ジ オ 局 名 周 波 数

ＮＨＫ福井第一 福井： 927kHz

ＮＨＫ福井第二 福井：1521kHz

ＦＢＣ福井放送 福井： 864kHz

ＮＨＫ ＦＭ福井 福井：83.4MHz

福井エフエム放送(ＦＭ福井) 福井：76.1MHz

福井街角放送(Radioあいらんど) 福井：77.3MHz

○インターネットコンテンツ（リアルタイム情報）

コンテンツ名 U R L 雨量ﾚｰﾀﾞｰ 雨量 水位 ハイドロ

川の防災情報 http://www.river.go.jp/
○ ○ ○ ×

kawabou/ipTopGaikyo.

do

XRAIN GIS版 http://www.river.go.jp/
○ × × ×

雨量情報(一般用) x/xmn0107010.php

足羽川ダム工事事務所 http://micos-sc.jwa.or.j
○ ○ ○ ○

雨量・水位監視システム p/asuwa/

ﾕｰｻﾞｰ名 asuwa01#

ﾊﾟｽﾜｰﾄﾞ Dam!806

※当事務所システムの雨量レーダーは 気象庁レーダ
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足羽川ダム工事事務所 雨量・水位監視システム（リアルタイム防災情報）

○その他（リアルタイム情報）

電話応答
【部子川】

サービス
０７７８－４４－８１０２ <水位> 小畑

０７７８－４４－７７２５ <雨量> 大本

災対計画書P2-2-5 ～ 14
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５．２ 報 告

報告は、所定の様式により迅速かつ正確・確実に行うことが重要であり、

様式については、「足羽川ダム工事事務所河川関係災害対策部運営計画書」

に綴っている。

様式の電子データは、以下の場所に保存している。

M:\2023年度\所内共有\【調査設計課】防災関係￥★様式類★

５．３ 関係機関及び一般への周知

福井県や池田町向けの情報は所定の様式を用い、原則ＦＡＸで周知する。

なお、一般への周知はしていない。

水位や雨量、雨量レーダーは事務所雨量・水位監視システムにて１時間、

３０分、１０分ごとに対応してリアルタイムで提供することができる。

（切替は決められた降雨量で自動または河川情報室にて任意で可能）

※関係機関へＦＡＸ送信した場合、必ず着信確認をすること。

※送信文書には、必ず発信者、受信者、確認時間を記入すること。

●発着信確認欄（例）

発信者 発信時刻 → 受信機関 受信者 受信時刻

： → ：

【 記者発表により周知する情報 】

① 河川管理施設の被災

② 応急対策・災害復旧事業の開始及び完了

③ その他支部長が必要と認めた情報

※記者発表については、対策班がとりまとめを行い、対策部長の決裁完了後

発信する。記者発表に関するマスコミ対応については対策副部長（事務副

所長）が行う。
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５．４ 記 録

水位や業務の流れを時間の経過とともに記録しておくとともに、ハイド

ロ・ハイエトグラフにより、水防の流れを整理し予測することが有効であ

る。

対策班は出水毎に気象状況や様式を「足羽川ダム工事事務所出水報告」

として整理し保管する。出水報告でとりまとめが必要な項目を、基本とし

て必要な書類、データをわかりやすく整理する。

●足羽川ダム工事事務所で出水時にとりまとめる記録

１．気象観測記録 ４．洪水予報

① 気象概況 該当なし。

② 天気図（台風経路図） ５．水防活動

③ 気象注意報、警報等一覧表※ 該当なし。

２．降水記録 該当なし。

① 降水概況 ６．被害状況

② 等降水量線図 ① 被害状況一覧表※

③ 日雨量表※ ７．事務所体制

④ 時間雨量表※ ① 水防体制一覧表※

⑤ 時間降水量図

３．出水記録

① 出水概況※

② 出水概況図※

③ 高水位表※

④ 時刻水位表※

⑤ 流量観測一覧表※

⑥ 情報連絡等一覧表※

※近畿地方整備局出水報告作成要領にて定める項目

以下の対象出水があった場合は、２０日以内に河川部河川管理課長

あてに報告する。

①顕著な災害が発生した出水

②河川管理課長が必要と認めた出水
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第６章 平常時における防災に資する行動計画

６．１ 日頃の備え

①管理施設や観測施設の点検

・誤認、操作異常、故障等が無いように定期的な巡回、保守点検を実施す

る。

②情報伝達様式の整理

・河川情報室にある情報伝達様式について更新等を適宜実施する。

③河川情報室の整理整頓

・出水期前には必ず整理整頓を行う。

④各システムの稼働状況の確認

・電話回線によるリアルタイムデータについては欠測等が発生しないか日

常的に監視する。

・足羽川ダム雨量・水位監視システム等の河川情報に関するシステムが正

常に稼働することを適宜確認すること。

・システムの操作方法について広く職員へ周知しておくとともに、操作訓

練を実施しておくこと。

⑤官支給携帯電話の取扱い

・時間外出水時等には官支給・私人携帯電話へ事務所体制等の情報を伝達

する。

また、水位・雨量についての情報は「足羽川ダム雨量・水位監視シス

テム(ＰＣ及び携帯版)」、「川の防災情報(携帯)」で入手可能である。

(防災担当者はより詳細な統一河川情報システムを活用)

６．２ 足羽川ダム工事事務所における防災関連の会議等

・足羽川ダム工事事務所主催の防災関連の会議はなし。

・九頭竜川・北川洪水予報連絡会（６月）に参加。

委員：事務所長、幹事：調査設計課長。

洪水予報、水防警報等の防災情報伝達が円滑かつ迅速に行われるよ

う関係官公署、団体と出水期前に連絡調整を行う。

出水状況、気象概況、各種防災情報の改変等があった場合の情報提

供等について情報共有を行う。
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６．３ 防災訓練

①洪水対応演習

出水時における洪水予測の実施、水防関係機関への水防警報、洪水予

報等の情報伝達、出水による被災箇所の対策工法の検討等の洪水対応に

ついての演習を行う。

（ 後に）継続・見直しについて

◎計画・基準等の更新

現行の計画・基準については、適宜見直し・改訂を行い、適切な水防活

動、避難活動を行うための体制を整えておく必要がある。

計画・基準 更 新 時 期

水防マネジメント計画書

・毎年 出水期前に見直し・更新を行う。

災害対策部運営計画書

◎マネジメントの改訂

水防マネジメント計画書は、定期的に見直し、改訂していくこととなる

が、実際の水防や洪水対応演習等などで、課題や改善点などが見いだされ

た場合は、都度検討を行い、災害対策運営計画書と相互で改訂を行ってい

くものとする。
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１．システム概要 

 本システムは、近畿地方整備局 足羽川ダム工事事務所（以下、「事務所」という。）

が観測している雨量及び水位データを収集し、パソコン用・携帯電話用の Web コンテ

ンツやメール情報を作成・発信するものです。Web の「雨量・水位観測情報」メニュー

では、事務所所管データのほかに美山アメダス雨量データや福井県所管・新保雨量デー

タ（平成 27 年 5 月～）、福井河川国道所管・天神橋水位データ（令和元年 6 月～）、福

井県所管・九十九橋水位データ（令和元年 6 月～）も表示しています。さらに注警報、

気象レーダーといった一般気象情報も Web で参照できます。 

 図１にシステム構成図を示します。事務所と日本気象協会福井事業所間を NTT 光ネ

クスト回線で結び、事務所所管データの受信を行っています。データ収集タイミング

は、福井県の大雨注意報、雨量実況に基づき自動的に変更を行いますが、事務所３Ｆの

災対室設置のデータ収集端末でもマニュアルで変更が可能となっています。 

 近隣観測データや一般気象情報については、外部公開サーバや日本気象協会のデータ

サーバから取得しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ システム構成図 

 パソコン用Ｗｅｂ情報と携帯電話用Ｗｅｂ情報の URL は下記の通りです。 

【パソコン用Ｗｅｂ情報】 

 URL：https://micos-sc.jwa.or.jp/asuwa/ 

 ユーザー名：asuwa01# 

 パスワード：Dam!806 

【携帯電話用Ｗｅｂ情報】 

登録された方へ ID、パスワード付きのアカウント通知を行いますので、通知された

URL にて参照して下さい。 
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２．パソコン用Ｗｅｂ情報 

 ２－１ 画面構成 

  本システムのトップ画面を図２に示します。 

 

図２ トップ画面 

 

  ①メニュー 

    雨量・水位監視システムのメニューです。雨の監視に重要な注意報・警報、気

象レーダー、降水短時間予報は事務所専用メニューです。メニューにマウスカ

ーソルを合わせた時には、以下のようにボタンが変化します。 

            

図３ メニューボタン変化 

 

  ②リンク 

    関連機関のリンクです。 

  ③コンテンツタイトル 

    選択されたメニューのタイトル名が表示されます。 

  ④コンテンツ表示領域 

    選択されたメニューの詳細情報が表示されます。 
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 ２－２ 共通操作 

  Ｗｅｂコンテンツ表示の共通操作について説明します。 

 

 

 

 

 

 

 

図４ 共通操作表示 

 

  ①情報選択 

    選択メニューによっては、表示画面の種類が複数あります。その場合、次のよ

うな表示選択タブが表示されます。マウスカーソルを合わせると、以下のよう

に文字色が変化します。 

      

図５ 情報選択タブ 

 

  ②日付選択 

    選択メニューによっては、日付選択可能な表示画面があります。その場合、次

のような日付選択ボタンが表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図６ 日付選択メニュー 

①情報選択 

②日付選択 

③PDF 表示 

１月後を表示 １月前を表示 

プルダウンメニューから選択 
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  ③PDF 表示 

    選択メニューによっては、PDF 文書で表示させることができます。PDF ボタ

ンを選択すると、新しいウィンドウで PDF 文書が表示されます。一覧表等を

印刷するときに便利です。  

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 図７ PDF 表示例 

 

 

 

 

 

 

クリック 
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 ２－３ 雨量・水位観測情報 

  各観測局から受信した雨量・水位観測データを表示します。 

  １）分布図 

     最新の雨量・水位観測データの表示を行います。地点枠をクリックすると、

日表に切り替ります。自動データ取得の切り替り時刻とモードも表示します。 

 

図８ 分布図の表示例 

 

  

最新観測時刻 

自動データ取得

モード（時刻はモ

ードの変更が指

示された時間） 

※自動データ取

得モードにつ

いては、第５章

（25 頁）を参照 
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２）一覧表 

     最新の観測データを一覧表で表示します。雨量局表示では雨量・累計雨量を

表示し、水位局表示では水位・流量を表示します。表示間隔は、1 時間毎／30

分毎／10 分毎から選択が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図９ 一覧表の表示例           水位表示 

 

  ３）変化図 

     観測データを 1 日～5 日の期間で、上部に時間雨量・累積雨量、下部に水

位・流量をグラフ表示します。雨量局と水位局は任意の組合せで表示が可能で

す。 

 

図１０ 変化図の表示例 

最新観測時刻 

最新観測時刻 

時間雨量・累積雨量 

の表示 

水位・流量の表示 
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  ４）日表 

     観測データ（過去１ヶ月分保存）を日別に一覧表で表示します。雨量局表示

では雨量・累計雨量を表示し、水位局表示では水位・流量を表示します。 

 

図１１ 日表の表示例            水位表示 

  ５）月表 

     観測データ（過去１年間分保存）を月別に一覧表で表示します。雨量局表示

では雨量・累積雨量を表示し、水位局表示では水位・流量を表示します。表示

選択（雨量局・水位局）で項目選択できる内容が異なります。選択されている

項目は赤色で表示されます。                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１２ 月表の表示例 

最新観測時刻 

項目選択 
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  ６）Ｈ－Ｑ曲線式 

     過去から現在まで最新 20 個のＨ－Ｑ曲線式情報を一覧表で表示します。 

 

図１３ Ｈ－Ｑ曲線式の表示例 

 

  

旧 

新 
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２－４ 注意報・警報 

  気象庁が発表する福井県の注意報・警報情報を表示します。 

  １）発表一覧 

     福井県に発表されている最新の注意報・警報を一覧表示します。 

 

図１４ 注意報・警報発表一覧の表示例 

 

 

  ２）発表文 

     福井県に発表されている最新の注意報・警報の発表文を表示します。 

 

図１５ 注意報・警報発表文の表示例 
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  ３）発表履歴 

     福井県に発表された注意報・警報の発表履歴を、市町村単位で最大 20 件表

示します。選択されている地域は赤色で表示されます。 

       

 

図１６ 注意報・警報発表履歴の表示例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域選択 

5－7－3－41



 ２－５ 気象レーダー 

  気象庁が全国に展開する気象レーダーの観測結果（レーダーエコー）を、合成して

表示します。 

  １）広域図 

     「気象レーダー」メニューを選択した時に最初に表示される福井県を中心と

した広域画面です。      ボタンをクリックすると、最旧時刻～最新時

刻まで（20 画面分）を順に表示することができます。動画を停止するには、 

          ボタンをクリックします。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１７ 気象レーダー広域図の表示例 

 

  ２）全国図と拡大図 

     上部のタブをクリックすることによって、全国図と拡大図も表示可能です。 

      ■全国図             ■拡大図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新観測時刻 
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 ２－６ 降水短時間予報 

  気象レーダーの瞬間的な雨の強さを地上のアメダス雨量計で補正して、面的な雨量

分布として表示します。 

  １）広域図 

     「降水短時間予報」メニューを選択した時に最初に表示される福井県を中心

とした広域画面です。      ボタンをクリックすると、過去 3 時間前～

予測 6 時間先までを順に表示することができます。動画を停止するには、 

          ボタンをクリックします。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１８ 降水短時間予報広域図の表示例 

 

  ２）全国図と拡大図 

     上部のタブをクリックすることによって、全国図と拡大図も表示可能です。 

      ■全国図             ■拡大図 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最新観測時刻 
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  ３）予測一覧 

           ボタンをクリックすると、6 時間先までの予測画面を一覧表示

できます。    ボタンをクリックするか、表示したい時間の画像をクリッ

クすると、通常画面に戻ります。 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１９ 降水短時間予報予測一覧の表示例 
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 ２－７ 地震情報 

  気象庁ＨＰの地震情報コンテンツにリンクします。 

 

図２０ 地震情報の表示例 

 

 ２－８ 台風情報 

  気象庁ＨＰの台風情報コンテンツにリンクします。 

 

図２１ 台風情報の表示例 

5－7－3－45



 ２－９ 天気図 

  気象庁ＨＰの天気図コンテンツにリンクします。 

 

図２２ 天気図の表示例 

 

 ２－１０ 気象衛星画像 

  気象庁ＨＰの気象衛星画像コンテンツにリンクします。 

 

図２３ 気象衛星画像の表示例 
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 ２－１１ 全国アメダス 

  気象庁ＨＰの全国アメダスコンテンツにリンクします。 

 

図２４ 全国アメダスの表示例 

 

 ２－１２ 県内アメダス 

  気象庁ＨＰの県内アメダスコンテンツの福井県にリンクします。 

 

図２５ 県内アメダスの表示例 
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 ２－１３ 時系列予報 

  気象庁ＨＰの時系列予報コンテンツの福井県嶺北、福井県嶺南にリンクします。 

 

図２６ 時系列予報の表示例 

 

 ２－１４ 天気予報 

  気象庁ＨＰの天気予報コンテンツの福井県にリンクします。 

 

図２７ 天気予報の表示例 
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 ２－１５ リンク情報 

  メニュー下部のリンクボタンをクリックすると、各機関のページが別ウィンドウで

開きます。 

  １）福井県河川・砂防総合情報 

          ボタンをクリックすると、福井県河川・砂防総合情報のページが

表示されます。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２８ 河川・砂防総合情報の表示例 

 

  ２）気象庁 

          ボタンをクリックすると、気象庁のページが表示されます。 

 

図２９ 気象庁ホームページの表示例 
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  ３）tenki.jp 

          ボタンをクリックすると、tenki.jp のページが表示されます。 

      

図３０ tenki.jp の表示例 
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３．携帯電話用Ｗｅｂ情報 

アカウント通知された URL を Internet で入力して参照して下さい。URL をブック

マークに登録するか、注意報等のメールに記載がある URL をアクセスしても「MICOS 

Fit on Mobile」（足羽川ダム工事事務所殿専用メニュー）が表示されます。 

 

図３１ 携帯トップ画面 

 

上記メニューの「雨量情報」と「水位・流量情報」は、事務所所管の最新の観測デー

タを表示します。「川の防災情報」と「福井県河川砂防情報」は河川局と県の各ページ

へリンクします。「気象警報・注意報」～「衛星画像」は、日本気象協会が作成する

「MICOS Fit on Mobile」のコンテンツメニューになります。 

 ここでは、事務所所管観測データの「雨量情報」と「水位・流量情報」コンテンツに

ついて説明します。 
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 ３－１ 雨量情報 

  携帯トップ画面から、「雨量情報」を選択すると雨量情報地点選択画面が表示され

ます。地点選択画面から地点を選択すると、その地点の雨量情報が表示されます。 

 

リンク先 URL 

https://micos-sc.jwa.or.jp/asuwa/home/asuwa-

m/uryou/ 

 ユーザー名：asuwa01# 

 パスワード：Dam!806 

 

 

 

 

図３２ 地点選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         図３３ 雨量情報の表示例 

表示地点選択 

表示する内容は、 

 最新情報 

 予測雨量 

 12時間履歴(1時間毎) 

 1 時間履歴(10 分毎) 

です。 
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 ３－２ 水位・流量情報 

  携帯トップ画面から、「水位・流量情報」を選択すると水位・流量情報地点選択画

面が表示されます。地点選択画面から地点を選択すると、その地点の雨量情報が表示

されます。 

 

リンク先 URL 

https://micos-sc.jwa.or.jp/asuwa/home/asuwa-m/suii/ 

 ユーザー名：asuwa01# 

 パスワード：Dam!806 

 

 

 

 

図３４ 地点選択画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        図３５ 水位・流量情報の表示例 

 

 尚、小畑観測局では、水位が 1.2m 以上の場合、赤字表示となります。 

 

 

 

 

表示地点選択 

表示内容は、 

12時間履歴(1時間毎) 

 1 時間履歴(10 分毎) 

です。 
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４．メール情報 

 次の各要素において、各通知条件の時に指定されたメールアドレスに通知メールが送

信されます。ここでは、新規に作成した雨量情報と水位・流量情報を中心に詳細につい

て説明します。 

４－１雨量情報 

・通知条件・・・次の体制に入る雨量が降ったとき。 

注意体制：正時毎の時間雨量が 20mm、累積雨量が 50mm。 

第１警戒体制：累積雨量が 100mm。 

第２警戒体制：累積雨量が 200mm。 

・予測雨量・・・３時間先までの時間雨量と累積雨量表示。 

・対象地点・・・大本、新保（以上、事務所所管雨量観測所）。 

  ・通知内容・・・実況 4 時間分、予測 3 時間分、体制文章、携帯Ｗｅｂの URL。 

          図３６のようなメールが送信されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３６ 雨量情報メールの例 

足羽川ダム雨量情報 

06 月 10 日 19 時 

大本 

      時間  累積 

実況  (mm)  (mm) 

16:    2.0  112.0 

17:   20.0  132.0 

18:   48.0  180.0 

19:   21.0  201.0 

予測 

20:   11.0  212.0 

21:    1.0  213.0 

22:    1.0  214.0 

累積雨量が 200mm を超え、【第２

警戒体制】の基準に達しました。 

 

詳細はこちらをご覧下さい。 

https://micos-

sc.jwa.or.jp/asuwa/home/asuw

a-m/uryou/ 
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 ４－２ 水位・流量情報 

・通知条件・・・水位が 1.2m に達した場合と、1.2m を下回った場合。 

・対象地点・・・小畑観測所（事務所所管水位観測所）。 

 ・通知内容・・・水位と流量の実況 4 時間分と 10 分観測値がある場合は、最大 

60 分。図３７のようなメールが通知されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図３７ 水位・流量情報メールの表示例 

 

４－３ 福井県地方の注意報・警報 

・通知条件・・・大雨・洪水注意報 発表及び解除。 

         大雨・洪水警報  発表及び解除。 

         大雨特別警報   発表及び解除。 

・対象地域・・・福井県嶺北地方、福井県嶺北地方北部、福井県嶺北地方南部。 

 

４－４ 地震情報 

 ・通知条件・・・震度１以上。 

 ・対象地域・・・福井県嶺北。 

 ・対象地点・・・福井市豊島、福井市美山町、福井池田町稲荷。 

 

 

足羽川ダム水位・流量情報 

06 月 10 日 16 時 50 分 

小畑 

       水位   流量 

実況   (ｍ)  (m3/s) 

13:00  0.90   3.56 

14:00  0.92   3.58 

15:00  0.95   4.01 

16:00  0.98   4.05 

16:50  1.20   4.23 

小畑水位観測所の水位が 1.2ｍを

超えました。 

 

詳細はこちらをご覧下さい。 

https://micos-

sc.jwa.or.jp/asuwa/home/asuwa-

m/suii/ 
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５．自動データ取得モードについて 

 データ収集端末による雨量及び水位データ取得モード（時間）の変更は、下記の条件 

により自動的に行います。 

 ①通常時→1 時間毎 

 ②嶺北北部、又は嶺北南部に大雨注意報・警報・特別警報のいずれかが発表された場合

→30 分毎 

 ③注意体制の時間雨量 20mm、又は累積雨量 50mm に達した場合（大本、新保、美山）

→10 分毎 

 ④大本、新保、美山の全地点で、正時区切の 2 時間の無降雨があった場合→1 時間毎 

  但し、大雨注意報・警報・特別警報のいずれかが発表されている場合→30 分毎 

  その際、大雨注意報・警報・特別警報のすべてが解除された時、又は 24 時間解除報

が入電しない場合→1 時間毎 

尚、この場合のデータ取得時間は正時 00 分と 30 分。 

 ⑤事務所３Ｆにあるデータ収集端末のデスクトップ画面にある下記の BAT ファイル

でもデータ取得時間の変更は可能とし、その場合どちらか後に実施された方が優先。 

 

 

 

 

図３８ データ収集時刻変更 BAT ファイル 

 

①収集時刻 10分.bat・・・次の 10分単位から 10分毎にデータを収集。 

②収集時刻 30分.bat・・・次の 30分単位から 30分毎にデータを収集。 

③収集時刻 60分.bat・・・次の正時から 1時間毎にデータを収集。 

上記の手動による設定と自動データ取得モードは、どちらか後に実施された方が

優先されます。 

（例１） 

・手動で「収集時刻 10分.bat」を起動→10分モードに切り替え。 

・その後大雨注意報が発表された場合→30分モードに切り替わる。 

（例２） 

・注意体制に達し自動で 10分モード起動→10分モードに切り替え。 

・その後手動で「収集時刻 60分.bat」を起動→１時間モードに切り替わる。 
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６．ポップアップ・音声通知 

 事務所３Ｆ災対室のインターネット接続端末には、警戒情報通知プログラムがインス

トールされており、設定された監視条件の情報が発表された場合、ポップアップと音声

通知を行います。このプログラムは通常はタスクトレイに入って日本気象協会のデータ

サーバを監視しています。 

           

図３９ ポップアップ・音声通知プログラム 

 

６－１ 福井県地方の注意報・警報 

・通知条件・・・大雨・洪水注意報 及び解除。 

         大雨・洪水警報  及び解除。 

・対象地域・・・福井県嶺北地方、福井県嶺北地方北部、福井県嶺北地方南部。 

         

図４０ 注意報・警報が発表された場合のポップアップ画面例 

確認ボタンを押すと

ポップアップ画面は

消えます。 

また、詳細ボタンを

押すと本文が表示さ

れます。 
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６－２ 地震情報 

 ・通知条件・・・震度１以上。 

 ・対象地域・・・福井県嶺北地方。 

         

図４１ 地震情報が発表された場合のポップアップ画面例 

 

 尚、タスクトレイに入っているポップアップ・音声通知プログラムを表示させ、過去

の履歴表示を確認することもできます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図４２ 過去履歴表示の例 

確認ボタンを押すと

ポップアップ画面は

消えます。 

また、詳細ボタンを

押すと詳細情報が表

示されます。 

地震情報をクリック 

 

 

 

詳細ボタンをクリック 
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作
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援
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①
内
部
イ
ン
ト
ラ
か
ら
ア
ク
セ
ス
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②
内
部
イ
ン
ト
ラ
か
ら
ア
ク
セ
ス

「
体
制
・
警
報
文
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
」
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル
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「
体
制
・
警
報
文
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
」
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル


モ
ー
ド
変
更
よ
り
、
「
正
規
」
・
「
訓
練
」
・
「
試
験
」
の
い
ず
れ
か
を
選
択


本
番
は
「
正
規
」
を
選
択
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「
体
制
・
警
報
文
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
」
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル


文
書
作
成
よ
り
、
発
生
災
害
応
じ
て
種
別
よ
り
文
章
作
成
を
選
択


今
回
は
「
風
水
害
体
制
」
の
文
章
作
成
を
選
択
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「
体
制
・
警
報
文
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
」
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル


事
務
所
名
「
足
羽
川
ダ
ム
工
事
」
の
「
新
規
作
成
」
を
選
択
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「
体
制
・
警
報
文
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
」
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル

①
初
動
は
「
第
１
号
」
で
入
力
日
時
を
入
力
。
体
制
発
令
毎
に
号
数
を
上

げ
て
い
く
。

②
体
制
内
容
（
注
意
・
警
戒
・
非
常
）
と
対
応
内
容
（
発
令
・
更
新
・
解
除
）

を
選
択

③
発
令
条
件
は
、
災
害
対
策
計
画
書
の
発
令
基
準
を
参
考
に
記
載

④
記
載
内
容
を
確
認
後
、
「
確
認
画
面
へ
」
を
選
択
。

①

②

③

④

台
風
0号

が
福
井
市
及
び
池
田
町
を
通
過
す
る
恐
れ
が
あ
る
た
め
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「
体
制
・
警
報
文
作
成
支
援
シ
ス
テ
ム
」
操
作
マ
ニ
ュ
ア
ル


印
刷
を
選
択
す
る
と
、
別
ウ
イ
ン
ド
ウ
で
印
刷
画
面
が
出
る
の
で
印
刷
を
す
る
。


文
書
確
認
を
行
い
、
所
内
決
裁
を
行
う
。


本
局
及
び
福
井
河
川
国
道
事
務
所
に
送
信
す
る
。
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【
送

信
後

の
注

意
】

①
本
局
Ｈ
Ｐ
の
体
制
「
管

内
の

体
制

」
に
反

映
さ

れ
て
い
る
か
確
認
。

（
注
意
：
訓
練
時
は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
）

ht
tp
s:
//
w
w
w
.k
kr
.m

lit
.g
o.
jp
/b
ou

sa
i/t
ai
se
i/i
nd

ex
.

ht
m
l

②
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
付
先
へ
の
着
信
確
認

本
局

水
災
害
予
報
セ
ン
タ
ー

（
Ｍ
78
1－

38
66

）
福
井
河
川
国
道
事
務
所
河
川
管
理
課

（
Ｍ

78
1－

33
2）
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①
本

局
Ｈ
Ｐ
の

体
制

「
管

内
の

体
制

」
に
反

映
さ
れ

て
い
る
か

確
認

（
注

意
：
訓

練
時

は
反

映
さ
れ

ま
せ

ん
）
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②
Ｆ
Ａ
Ｘ
送
付
先
へ
の
着
信
確
認
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